
書面（議決権行使書）及びインターネット等
による議決権行使期限

2023年６月22日（木曜日）
午後５時15分まで

第161回　定時株主総会

招 集 ご 通 知
日　　　時
2023年６月23日（金曜日）午前10時

場　　　所
東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
株式会社ＡＤＥＫＡ　本社15階ホール

決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を
　　　　　　除く。）７名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任
　　　　　　の件
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名
　　　　　　選任の件

証券コード　4401
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（証券コード4401）
２０２３年６月５日

（電子提供措置の開始日 ２０２３年５月24日）
株 主 各 位

東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
株 式 会 社 Ａ Ｄ Ｅ Ｋ Ａ
代 表 取 締 役 社 長 城 詰 秀 尊

第161回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第161回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサ

イトに「第161回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.adeka.co.jp/ir/library/results/index6.html

また、前記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

①東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報をご選択く
ださい。
②株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）
https://www.soukai-portal.net
同封の議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、ログインＩＤ・パスワードをご入

力ください。株主総会ポータルにて、「招集通知」タブをタップいただくことで、ご確認いた
だけます。
なお、当日のご出席に代えて、次頁４．に記載の書面またはインターネット等による事前の議

決権行使を行うことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類
をご検討の上、2023年６月22日（木曜日）の午後５時15分までに行使してくださいますようお
願い申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2023年６月23日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都荒川区東尾久七丁目２番35号

株式会社ＡＤＥＫＡ 本社15階ホール
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項
報告事項 1. 第161期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

4. 議決権行使について
（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2023年６月22日（木曜日）
の午後５時15分までに到着するようご返送ください。

（2）インターネット等による議決権行使の場合
当社指定の議決権行使専用ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしてい

ただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」を
ご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を、2023年６月22日（木曜日）の午
後５時15分までにご入力ください。
インターネット等による議決権行使に際しましては、４頁から５頁の「議決権行使につい

てのご案内」及び「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますよ
うお願い申し上げます。

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従っ
て、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、
監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

（1）事業報告の「業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要及び
当該体制の運用状況」、「当社の支配に関する基本方針の内容の概要」、「主要な事業内容」、
「主要な営業所及び工場等」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会計監査人の状況」

（2）連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
（3）計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
◎書面による議決権行使とインターネット等による議決権行使により、重複して議決権を行使さ
れた場合は、後に到達したものを有効といたしますが、同一の日に到達した場合は、インター
ネット等による議決権行使を有効なものといたします。 また、インターネット等による方法
で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

◎ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の
意思表示があったものとして取り扱います。

◎当社では、定款第17条の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有す
る他の株主様１名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出く
ださい。

◎節電に協力するため、株主総会当日は、総会会場の冷房温度を高めに設定させていただきます
ので、軽装でお越しくださいますようお願い申し上げます。

◎本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症の分類が２類から５類に変更されたも
のの、ご出席いただく場合は、当日のご体調を十分ご勘案の上、必要に応じて、マスクの着用
等のご協力をお願いいたします。
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電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、以下の３つの方法をご参照
いただき行使くださいますようお願い申し上げます。

【議決権行使についてのご案内】

株主総会ご出席

株主総会に当日ご出席される方 株主総会に当日ご出席されない方

郵　送（書　面） インターネット等

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださ
い。

同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示いただき、
ご返送ください。
行使期限後に到着する議決権行
使書が多数ございます。お早め
にご投函ください。議決権行使
書面において、議案に賛否の表
示がない場合は、賛成の意思表
示をされたものとして取り扱わ
せていただきます。

議決権をインターネットで行使さ
れる場合、議決権行使書用紙右側
のQRコードをスマートフォンで
読み取るか、議決権行使ウェブサ
イト（https://www.web54.net）
にアクセスいただき、議案に対す
る賛否をご入力ください。
議決権行使結果の集計の都合上、
お早めに行使されるようお願いい
たします。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限
2023年６月23日（金曜日）

午前10時
2023年６月22日（木曜日）の

午後５時15分まで
2023年６月22日（木曜日）の

午後５時15分まで

【議決権行使書用紙のご記入方法のご案内】

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。
第１号議案　第４号議案

▷賛成の場合：「賛」の欄に◯印を
▷反対の場合：「否」の欄に◯印を
第２号議案　第３号議案

▷全員賛成の場合：「賛」の欄に◯印を
▷全員反対の場合：「否」の欄に◯印を
▷一部の候補者に
　反対される場合

：「賛」の欄に◯印をご表示の上、反対され
る候補者の番号を右枠内にご記入くださ
い。

※当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネ
ット等による議決権行使のお手続はいずれも不要です。
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「議決権行使へ」をクリック！

●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�書面による議決権行使とインターネット等による議決権行使により、
重複して議決権を行使された場合は、後に到達したものを有効といた
しますが、同一の日に到達した場合は、インターネット等による議決
権行使を有効なものといたします。また、インターネット等による方
法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な
ものといたします。
●�1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため�
ご利用いただけません。

お問い合わせ
三井住友信託銀行　
証券代行ウェブサポート�
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

❶  議決権行使書用紙に記載のQR
コードを読み取ります。

❷  株主総会ポータルトップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸  スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

スマートフォン等による議決権行使方法

インターネット等による
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2023年６月22日（木曜日）

午後５時15分まで

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

ご注意事項

株主総会ポータルURL
▶https://www.soukai-portal.net

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログイン
ID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力 
ください。

PC等による議決権行使方法

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。
▶https://www.web54.net

5
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ご視聴に関する留意事項
・  配信の撮影・録画・録音・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
・  インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承くださ

い。
・  ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
・  視聴用ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

本株主総会の一部の模様を後日オンデマンド配信する予定です。以下のURLまたはQR
コードよりアクセスしご視聴ください。

ご視聴可能期間 2023年７月３日（月）10:00～2024年６月21日（金）18:00
（都合によりご視聴可能期間が変更となる場合があります。）

視聴希望の株主様は、以下のURLにアクセスください。

オンデマンド配信のご案内

株式会社ADEKA/投資家情報/IRライブラリ/株主総会資料
https://www.net-presentations.com/4401/20230623/bcjs3akpo/

または、サーチエンジンにて以下の
検索を行ってください。

ADEKA　株主総会 検索

スマートフォンから以下のQRコードを
読み取る方法でもアクセスできます。

6
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70

第158期 第159期 第160期 第161期
（予定）

■ 配当金（円）　● 配当性向（％）■配当金・配当性向の推移

48

30.232.5

48 30.5

42.9

70

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
＜期末配当に関する事項＞
当社は、財務体質と経営基盤の強化・拡充を図りながら、財務状況と業績等を勘案し

て、株主に対する適正な利益の還元を行うことを基本方針として、配当金額を決定してお
ります。この配当政策に基づき慎重に検討しました結果、第161期の期末配当金につきま
しては、当期の業績及び経営基盤の強化と今後の事業展開を勘案し、次のとおりといたし
たいと存じます。

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式１株につき金35円
なお、中間配当金35円を加えた当期の年間配当金は、１

株につき70円（前期の年間配当金は１株当たり70円）とな
ります。
配当総額 3,604,728,890円

剰余金の配当が効力を生じる日 2023年６月26日（月曜日）
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員

（12名）が任期満了となります。つきましては、委任型執行役員制度の導入に伴う機動的
な経営体制の構築を図るため、５名減員し、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 取締役候補者

属 性
当事業年度の取締役会
への出席状況

１ しろ づめ ひで たか
城 詰 秀 尊 代表取締役社長 再 任 100％

（17回/17回）

２ とみ やす はる ひこ
冨 安 治 彦

代表取締役兼専務執行役員
社長補佐、秘書室、人事部、購買・物流部担当 兼
内部統制推進委員長 兼 リスクマネジメント委員長

再 任 100％
（17回/17回）

３ し が よう じ
志 賀 洋 二

取締役兼執行役員
財務・経理部、情報システム部、デジタル
化業務改革推進部担当

再 任 100％
（17回/17回）

４ やす だ すすむ
安 田 晋

取締役兼執行役員
法務・広報部、経営企画部担当 兼
コンプライアンス推進委員長 兼
設備投資委員長

再 任 100％
（17回/17回）

５ なが い かず ゆき
永 井 和 之 取締役 再 任 社 外 独 立 100％

（17回/17回）

６ えん どう しげる
遠 藤 茂 取締役 再 任 社 外 独 立 100％

（17回/17回）

７ ほり ぐち まこと
堀 口 誠 取締役 再 任 社 外 独 立 76％

（13回/17回）

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所届出独立役員

（注）当社は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求が
なされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなる役員等賠償責任保険契
約を締結しており、本年８月に更新予定となっております。本議案でお諮りする取締役候補者については、す
でに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

１
再 任

しろ づめ ひで たか

城 詰 秀 尊
（1961年11月10日生）

1985年４月 当社入社
2005年６月 当社電子材料営業部長
2010年６月 当社情報・電子材料営業部長
2011年６月 当社化学品企画部長
2014年６月 当社執行役員化学品企画部長
2015年６月 当社執行役員大阪支社長
2016年６月 当社取締役兼執行役員大阪支社長
2017年６月 当社取締役兼常務執行役員経営企画部長

兼設備投資委員長
2018年６月 当社代表取締役社長（現）

59,600株

【取締役候補者とした理由】
城詰秀尊氏は、化学品営業部門、同企画部門の責任者を務め、当社化学品事業の安定化、強化に取り組んでき
ました。2016年６月より、取締役として当社経営に携わり、2018年６月からは、代表取締役社長として強力
なリーダーシップを発揮し、持続的な企業価値向上に向け、当社グループの成長戦略の牽引、コーポレートガ
バナンスの強化、サステナビリティを意識した企業経営を強力に推し進めてきました。現在は2023年度が最
終年度となる中期経営計画『ADX 2023』の達成に向け、陣頭に立って経営を指揮しています。当社グループ
事業に関する豊富な経験と深い知識、企業経営や事業戦略に関する高い見識・実績に基づき、当社グループの
持続的な企業価値向上に努めていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。な
お、同氏の取締役選任をご承認いただけた場合には、その後の取締役会において、代表取締役社長兼社長執行
役員に選定される予定です。
【その他取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

２
再 任

とみ やす はる ひこ

冨 安 治 彦
（1956年７月７日生）

1979年４月 株式会社第一勧業銀行（現：株式会社み
ずほ銀行）入行

2005年７月 株式会社みずほ銀行管理部 部長
2007年６月 当社監査役
2009年６月 当社監査役退任

当社取締役兼執行役員法務・広報部、財
務・経理部担当兼内部統制推進委員長兼
危機管理委員長

2009年12月 日本農薬株式会社社外監査役
2010年６月 当社取締役兼執行役員法務・広報部、財

務・経理部、情報システム部担当兼内部
統制推進委員長兼危機管理委員長

2012年６月 当社取締役兼執行役員人事部、財務・経
理部、情報システム部担当兼内部統制推
進委員長兼危機管理委員長

2014年６月 当社取締役兼常務執行役員人事部、財
務・経理部、情報システム部担当兼内部
統制推進委員長兼危機管理委員長

2015年６月 当社取締役兼常務執行役員人事部、財
務・経理部、購買・物流部担当兼内部統
制推進委員長兼危機管理委員長

2018年６月 当社取締役兼専務執行役員社長補佐、秘
書室、人事部、購買・物流部担当兼内部
統制推進委員長兼危機管理委員長

2018年９月 日本農薬株式会社監査役
2020年６月 日本農薬株式会社取締役監査等委員（現）

当社代表取締役兼専務執行役員社長補佐、
秘書室、人事部、購買・物流部担当兼内
部統制推進委員長兼危機管理委員長（現：
リスクマネジメント委員長）（現）

47,200株

【取締役候補者とした理由】
冨安治彦氏は、金融業界における長年の経験と高度な知見を有し、監査役、取締役として当社経営に携わり、
当社の財務上の重要課題に対処するなど経営全般に関し有用な提言を行ってきました。2020年６月からは、
代表取締役兼専務執行役員として、強力なリーダーシップを発揮し、当社の中期経営計画ならびに長期ビジョ
ンの実現を支えています。また、内部統制推進委員長及びリスクマネジメント委員長として、当社グループの
内部統制推進体制及びグループ・リスクマネジメント体制の強化を進めてきました。これらの豊富な経験と実
績、知見を当社グループ経営に活かしてもらうことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするもので
あります。なお、同氏の取締役選任をご承認いただけた場合には、その後の取締役会において、代表取締役兼
専務執行役員に選定される予定です。
【その他取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は日本農薬株式会社の取締役監査等委員を同社
の本年定時株主総会終結の時をもって退任し、新たに同社の取締役に就任予定です。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

３
再 任

し が よう じ

志 賀 洋 二
（1962年８月３日生）

1985年４月 当社入社
2006年６月 当社財務・経理部長
2014年６月 当社執行役員財務・経理部長
2018年６月 当社取締役兼執行役員財務・経理部長
2022年６月 当社取締役兼執行役員財務・経理部、情

報システム部、デジタル化業務改革推進
部担当（現）

30,100株

【取締役候補者とした理由】
志賀洋二氏は、長年にわたり財務・経理部門を担当し、財務・経理部長として当社グループの財務体質の強化
に取り組んできました。2018年６月からは取締役として当社経営に携わり、財務戦略の策定と推進を中心と
なって進め中期経営計画の実現を支えています。これらの豊富な経験と実績を当社グループ経営に活かしても
らうことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
【その他取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

４
再 任

やす だ すすむ

安 田 晋
（1959年４月29日生）

1985年４月 当社入社
2009年６月 当社法務・広報部長
2012年６月 当社人事部長
2015年６月 当社執行役員人事部長
2017年６月 当社執行役員大阪支社長
2020年６月 当社取締役兼執行役員法務・広報部、経営

企画部、情報システム部担当兼コンプライ
アンス推進委員長兼設備投資委員長

2020年10月 当社取締役兼執行役員法務・広報部、経営
企画部、情報システム部、デジタル化業務
改革推進部担当兼コンプライアンス推進
委員長兼設備投資委員長

2022年６月 当社取締役兼執行役員法務・広報部、経営
企画部担当兼コンプライアンス推進委員長
兼設備投資委員長（現）

23,200株

【取締役候補者とした理由】
安田晋氏は、法務・広報部長、人事部長を歴任し、当社の経営管理体制の強化を推進しました。また、大阪支
社長として国内事業の安定化、強化に取り組んできました。2020年６月からは、取締役として当社経営に携
わり、中期経営計画の立案・推進、情報セキュリティ管理体制の強化、業務のデジタル化推進、グループ・コ
ンプライアンス体制の強化に取り組むなど職務を適切に遂行しております。これらの豊富な経験と実績を当社
グループ経営に活かしてもらうことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
【その他取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

５
再 任

社 外

独 立

なが い かず ゆき

永 井 和 之
（1945年９月24日生）
在任年数（本総会終結時）

13年

1981年４月 学校法人中央大学法学部教授（会社法）
1999年11月 学校法人中央大学法学部長
2004年５月 弁護士登録（現）
2005年11月 学校法人中央大学学長
2005年12月 学校法人中央大学総長
2010年６月 当社社外取締役（現）
2012年６月 公益財団法人私立大学通信教育協会会長（現）
2016年４月 学校法人中央大学名誉教授（現）
【重要な兼職の状況】
公益財団法人私立大学通信教育協会会長
学校法人中央大学名誉教授

9,100株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
永井和之氏は、長年にわたり大学の法学部で商法(会社法)の教鞭を取り、弁護士資格も有しています。同氏は、
社外取締役となること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、総長・学長として大学の経営に
携わった豊富な実務経験と高度な専門知識を活かして当社経営全般に助言いただけることを期待し、引き続き
社外取締役として選任をお願いするものであります。
【独立性に関する事項】
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満た
しており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏が社外取締役に再任され
就任した場合には、独立役員の届出を継続します。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準は後掲＜ご
参考＞社外役員の独立性判断基準をご参照ください。
【責任限定契約】
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としており、本総会において、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続す
る予定です。
【その他社外取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

６
再 任

社 外

独 立

えん どう しげる

遠 藤 茂
（1948年10月16日生）
在任年数（本総会終結時）

５年

1974年４月 外務省入省
1989年２月 国際エネルギー機関出向
2001年４月 同省中東アフリカ局審議官
2002年２月 同省領事移住部審議官
2003年８月 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使

兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
2007年３月 在チュニジア特命全権大使
2009年７月 在サウジアラビア特命全権大使
2012年10月 外務省退官
2013年６月 日揮株式会社社外取締役

飯野海運株式会社社外取締役
2014年４月 外務省参与
2017年12月 2025年国際博覧会誘致特使
2018年６月 当社社外取締役（現）
2019年10月 日揮ホールディングス株式会社社外取締役（現）
【重要な兼職の状況】
日揮ホールディングス株式会社社外取締役

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
遠藤茂氏は、長年にわたり外交官として活躍され、豊富な国際経験を有しております。同氏は、社外取締役と
なること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、国際情勢等の幅広い知識・見識と豊かな国際
感覚を活かして当社経営全般に助言いただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするも
のであります。
【独立性に関する事項】
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満た
しており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏が社外取締役に再任され
就任した場合には、独立役員の届出を継続します。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準は後掲＜ご
参考＞社外役員の独立性判断基準をご参照ください。
【責任限定契約】
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としており、本総会において、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続す
る予定です。
【その他社外取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

７
再 任

社 外

独 立

ほり ぐち まこと

堀 口 誠
（1955年12月５日生）
在任年数（本総会終結時）

２年

1979年４月 岩谷産業株式会社入社
2012年６月 同社執行役員
2016年６月 同社取締役執行役員

産業ガス・機械事業本部長
2017年４月 同社常務取締役執行役員
2019年４月 同社取締役専務執行役員

産業ガス本部、水素本部、機械本部担当
お客様サービス本部長

2020年４月 同社取締役副社長執行役員（現）
営業部門管掌（現）

2021年６月 当社社外取締役（現）
2022年４月 岩谷産業株式会社新商品開発部・市場調査部担当（現）

危機管理委員会委員長（現）
【重要な兼職の状況】
岩谷産業株式会社取締役副社長執行役員
IWATANI(CHINA)LIMITED 董事（岩谷(中国)有限公司取締役）
IWATANI AUSTRALIA PTY LTD. DIRECTOR（岩谷オーストラリア会社取締役）

2,900株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
堀口誠氏は、現在、岩谷産業株式会社の取締役副社長執行役員として同社の営業部門を統括し、また同社の海
外事業会社の経営に携わるなど、経営及び企業統治に関する豊富な経験、幅広い見識、グローバルな知見及び
人格を兼ね備えております。当社経営全般に対して適切な監督・助言をいただき、当社の企業価値向上に貢献
いただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
【独立性に関する事項】
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満た
しており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏が社外取締役に再任され
就任した場合には、独立役員の届出を継続します。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準は後掲＜ご
参考＞社外役員の独立性判断基準をご参照ください。
【責任限定契約】
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としており、本総会において、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続す
る予定です。
【その他社外取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本定時株主総会終結時をもって、監査等委員である取締役全員（４名）が任期満了となりま

す。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。本議案
が承認可決されますと、監査等委員である取締役は１名減員の３名体制となりますが、内部監
査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況に鑑み、監査の実効性は引き続き確保できると
判断しております。
本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における

地位及び担当
取締役候補者
属 性

当事業年度の取締役会
への出席状況

当事業年度の監査等委員会
への出席状況

１ た や こう いち
田 谷 浩 一 取締役常勤監査等委員 再 任 100％

（13回/13回）
100％

（４回/４回）

２ おく やま あき お
奥 山 章 雄 取締役監査等委員 再 任 社 外 独 立 100％

（17回/17回）
100％

（６回/６回）

３ ひら さわ いく こ
平 沢 郁 子 - 新 任 社 外 独 立 - -

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所届出独立役員

(注)１．平沢郁子氏の戸籍上の氏名は、小尾郁子であります。
２．当社は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求

がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなる役員等賠償責
任保険契約を締結しており、本年８月に更新予定となっております。本議案でお諮りする監査等委員で
ある取締役候補者のうち再任予定の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、
選任後も引き続き被保険者となります。新任予定の候補者については、選任後、被保険者となります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

１
再 任

た や こう いち

田 谷 浩 一
（1962年６月16日生）

1986年４月 当社入社
2007年４月 当社回路材料営業部長
2010年６月 当社秘書室長
2014年６月 当社購買・物流部長
2018年６月 当社執行役員購買・物流部長
2020年６月 当社執行役員大阪支社長
2022年６月 当社取締役常勤監査等委員（現）

12,500株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
田谷浩一氏は、営業部門、秘書室、購買部門及び支社長として、幅広い業務執行に携わってきた経歴・実務経
験があり、当社の業務に精通しております。また、秘書室長として取締役会及び監査役会の事務局を務め、
2018年６月以降、執行役員として経営会議にも参加していたことなどから、企業経営や監査業務に関する相
当程度の知見を有しております。2022年６月からは、常勤監査等委員として当社取締役の業務執行状況を監
督し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、当社の監査体制の充実・強化に貢献してまいりました。
取締役としてこれらの豊富な経験と実績を監査体制の強化に活かしてもらうことを期待し、監査等委員である
取締役として引き続き選任をお願いするものであります。
【責任限定契約】
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としており、本総会において、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続す
る予定です。
【その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

２
再 任

社 外

独 立

おく やま あき お

奥 山 章 雄
（1944年10月10日生）
在任年数（本総会終結時）

２年

1968年12月 監査法人中央会計事務所入所
1971年３月 公認会計士登録
1983年３月 監査法人中央会計事務所（後のみすず監

査法人）代表社員
2001年７月 日本公認会計士協会会長
2005年５月 中央青山監査法人（後のみすず監査法人）理事長
2006年４月 早稲田大学大学院会計研究科客員教授
2007年２月 奥山会計事務所所長（現）
2009年６月 当社社外監査役
2010年６月 日本製粉株式会社（現：株式会社ニップ

ン）社外監査役
2014年６月 信金中央金庫監事（現）
2020年６月 日本製粉株式会社（現：株式会社ニップ

ン）取締役監査等委員（社外）(現）
2021年６月 当社社外取締役監査等委員（現）
【重要な兼職の状況】
株式会社ニップン取締役監査等委員（社外）
信金中央金庫監事

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
奥山章雄氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通しており、企業経営全般に関する十分な見識を有する
ことから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断します。なお、同氏は社外役
員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、今後も当社経営全
般に対する監査機能を発揮していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いす
るものであります。
【独立性に関する事項】
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満た
しており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏が監査等委員である社外
取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続します。なお、当社の定める社外役員の独立性判
断基準は後掲＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準をご参照ください。
【責任限定契約】
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としており、本総会において、同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続す
る予定です。
【その他監査等委員である社外取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

３
新 任

社 外

独 立

ひら さわ いく こ

平 沢 郁 子
（1954年１月14日生）

1989年12月 弁護士登録（東京弁護士会）、関東法律事
務所入所

2004年２月 アレグレット法律事務所開設・入所
2009年12月 東京都労働委員会公益委員
2012年４月 関東弁護士会連合会副理事長
2013年12月 総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
2017年４月 東京弁護士会副会長
2019年４月 日本弁護士連合会副会長
2021年４月 厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査

会会長代理（現）
2021年５月 最高裁判所下級裁判所裁判官指名委員会

地域委員会委員（現）
2022年７月 学校法人日本大学理事（現）
2022年９月 大空法律事務所パートナー（現）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
平沢郁子氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与したことはありませんが、長年、弁護士とし
て労働法務をはじめ企業法務全般に精通しており、法務及び会社経営の監督について豊富な経験や識見を有す
るほか、在籍する団体において男女共同参画推進に関する本部の要職を歴任し、人材開発及びダイバーシティ
＆インクルージョンに関する高度な知見と専門性を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立
場で客観的かつ中立的な視点から監査をしていただけること、当社グループにおける女性活躍をはじめとした
ダイバーシティ&インクルージョンを積極的に推進していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役
として選任をお願いするものであります。
【独立性に関する事項】
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満た
しており、同氏が監査等委員である社外取締役に選任され就任した場合、当社は、同氏を同取引所に対して独
立役員として指定し届け出る予定です。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準は後掲＜ご参考＞社外
役員の独立性判断基準をご参照ください。
【責任限定契約】
本総会において、同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償
の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
【その他監査等委員である社外取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。本議案において同

じ。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役（以下、「補欠の監
査等委員」という。本議案において同じ。）１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
なお、本選任の効力は、補欠の監査等委員が監査等委員に就任する前に限り、監査等委員会

の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものといたします。
補欠の監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
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氏 名
（生 年 月 日） 略歴及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

ゆみ ば けい じ

弓 塲 啓 司
（1968年３月28日生）

社 外 独 立

1992年10月 中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
1996年４月 公認会計士登録
2004年７月 中央青山監査法人（後のみすず監査法人）パートナー
2006年９月 みすず監査法人Learning & Education 本部

（L&D本部）本部長
2007年８月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トー

マツ）パートナー、人材育成本部長代行
2011年８月 トーマツｅラーニングソリューションズ株式会

社専務取締役
2014年12月 同社代表取締役社長
2017年８月 三恵ビジネスコンサルティング株式会社代表取

締役社長（現）
2017年９月 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協

会代表理事（現）
2018年２月 株式会社デジタル・ナレッジ非常勤監査役（現）
2020年11月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究

科兼任教員（現）
2022年９月 関西大学会計専門職大学院兼任教員（現）
【重要な兼職の状況】
三恵ビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会代表理事

0株

【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
弓塲啓司氏は、公認会計士として培われた財務・会計に関する専門的な知識と経験及び企業経営者として培わ
れた幅広い経験と豊富な見識を有しております。これらの経験と知識を活かし、当社経営の健全性・適正性の
確保及び透明性の向上に寄与していただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役の候補者といた
しました。
【独立性に関する事項】
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たし
ており、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として
指定し届け出る予定です。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準は後掲＜ご参考＞社外役員の独立性判
断基準をご参照ください。
【責任限定契約】
同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合は、当社は同氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定
する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限
度額であります。
【役員等賠償責任保険契約について】
当社は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなさ
れたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなる役員等賠償責任保険契約を
締結しており、弓塲啓司氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に
含められることとなります。
【その他補欠の監査等委員である社外取締役候補者に関する特記事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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〈ご参考〉
当社は、事業環境の変化や社会的課題に鋭敏に対応するために、取締役候補者の指名に際しては、公平さと幅

広い視野を持って、取締役会メンバーの多様な価値観や専門性の確保に努めています。当社の経営理念や経営戦
略に照らして必要となる取締役の知見・経験等のスキルマトリックスを定め、取締役会メンバーのスキル・バラ
ンスの確認に活用するほか、株主の皆様への情報提供を図ります。なお、第２号議案及び第３号議案が原案どお
り承認可決されますと、役員の構成は以下のとおりとなります。

氏 名 役 職（予定）
当社が取締役に期待する知見・経験

企業経営 ＣＳＲ グローバル 財務戦略・
会計

ガバナンス・
リスクマネジメント

人財開発・
ダイバーシティ

研究・生産管理・
技術（ＩＴ･ＤＸ含む）

城詰 秀尊 代表取締役社長兼社長執行役員 ● ● ● ●

冨安 治彦 代表取締役兼専務執行役員 ● ● ● ●

志賀 洋二 取締役兼執行役員 ● ● ●

安田 晋 取締役兼執行役員 ● ● ● ●

永井 和之 取締役
独立・社外 ●

遠藤 茂 取締役
独立・社外 ● ● ●

堀口 誠 取締役
独立・社外 ● ● ●

田谷 浩一 取締役常勤監査等委員（委員長） ●

奥山 章雄 取締役監査等委員
独立・社外 ● ●

平沢 郁子 取締役監査等委員
独立・社外 ● ●
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スキルマトリックス各項目の該当要件
スキル項目 該当要件

企業経営 ・上場会社またはそれに準ずる企業*1の業務執行取締役経験者
ＣＳＲ ・当該スキルにおける実務経験*2、またはマネジメント経験*3

・当該スキルに関するアドバイザリー経験*4

グローバル
・海外実務担当経験、またはマネジメント経験
・国際ビジネスに関する知識・経験
・海外赴任勤務経験（除く短期派遣・留学）

財務戦略・会計 ・当該スキルにおける実務経験、またはマネジメント経験
・当該スキルに関するアドバイザリー経験

ガバナンス・リスクマネジメント

・法務・コンプライアンス・内部統制部門における実務経験、
またはマネジメント経験

・法務・コンプライアンス・内部統制に関するアドバイザリー経験
・コーポレートガバナンス構築への主体的な関与経験
・有事対応*5への主体的な関与またはアドバイザリー経験

人財開発・ダイバーシティ ・当該スキルにおける実務経験、またはマネジメント経験
・当該スキルに関するアドバイザリー経験

研究・生産管理・技術（ＩＴ・ＤＸ含む）
・当該スキルにおける実務経験、またはマネジメント経験
・当該スキルに関するアドバイザリー経験
・大学・外部研究施設等における業務経験

*1：準ずる企業とは上場企業相当の企業規模を指す
*2：実務経験とは最低３年以上当該業務を主業務として従事したことを指す
*3：マネジメント経験とは当該業務を担う部門長以上の役職に従事していたことを指す
*4：アドバイザリー経験とは当社外での当該業務のアドバイザリー業務経験を指す
*5：ＡＤＥＫＡグループリスクマネジメントマニュアルに定める14項目のクライシスへの対応
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＜ご参考＞ 社外役員の独立性判断基準

当社取締役会は、当社との人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判
断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外役員（独立社外取締役）の
候補者として指名する。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定する。

1. 本人が、当社グループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）が当社グループの業務執行者でないこと。

2. 本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（1）当社の大株主（注２）の業務執行者
（2）当社の主要な取引先（注３）の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業

務執行者
（3）当社グループの主要な借入先（注４）の業務執行者
（4）当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
（5）当社から役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
（6）当社の役員相互就任先の業務執行者
（7）当社から多額の寄付または助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
3. 本人の近親者等が、現在、2.（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、当社の取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額が当社の

連結総売上高または相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その総借

入金残高が事業年度末において当社または当該金融機関の連結総資産の２％を超える
金融機関をいう。

５ 多額とは、個人として当社から収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年
間１千万円を超える場合、または、その所属する団体に対し当社が支払う対価が、過
去３事業年度の平均で当該団体の売上高または総収入金額の２％を超える場合をい
う。

６ 多額の寄付または助成を受けている団体とは、当社から年間１千万円を超える寄付ま
たは助成を受けている団体をいう。

なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に
優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者
の要件とする。

以 上
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事 業 報 告

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

Ⅰ．当社グループの現況
1. 事業の経過及びその成果

当期における世界経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和に伴い、社会
経済活動の正常化が進んだものの、ウクライナ情勢をはじめとする地政学リスクの高まりに
加え、原燃料価格高騰や世界的なインフレ進行等を受け、緩慢な景気回復に留まりました。
当社グループ事業の主要対象分野である自動車関連分野は、第３四半期以降、半導体等の

供給制約が解消に向かいましたが、地域によるばらつきがあり、自動車生産は僅かな回復に
留まりました。ICT・家電分野は、巣ごもり需要の一巡やインフレ進行に伴う消費者の買い控
えにより、スマートフォンやパソコンの販売が減少しました。食品分野は、行動制限の緩和
により土産物や外食の需要が回復基調にあるものの、原材料価格高騰に伴う物価上昇により、
消費者の生活防衛意識が高まり、業界として厳しい状況が続きました。農業分野は、欧州で
干ばつ等の天候不順の影響から需要が弱含んだものの、北米で大豆や棉の作付面積が拡大し、
需要が増加したほか、世界最大の農薬市場であるブラジルで主要作物の作付面積が拡大して
いることなどから、農薬需要は総じて堅調に推移しました。
このような状況のなか、中期経営計画『ADX 2023』の２年目となる2022年度は、社会価

値と経済価値の追求による企業価値向上に向けて、引き続き「収益構造の変革」「新規事業領
域の拡大による持続的な成長」「グループ経営基盤の強化」の３つの基本戦略のもと施策を推
し進めました。
樹脂添加剤では、UAEでワンパック顆粒添加剤の設備を増強し、2022年12月から営業運転

を開始しました。情報・電子化学品では、先端半導体メモリ向け高誘電材料「アデカオルセ
ラ」シリーズの新製品について、韓国での一貫生産を本格的に開始しました。また、2022年
７月に同シリーズの韓国での増産投資、2023年2月に研究開発機能の大幅な拡充を図るため、
「アデカコリア研究開発センター」の移転をそれぞれ決定しました。

食品事業では、2022年４月からプラントベースフードの新ブランド「デリプランツ」シリ
ーズの販売を開始し、2023年３月には伊勢丹新宿店で「デリプランツ」シリーズを使用した
限定メニューに採用されるなど、新たな領域での市場開拓とお客様への提案を進めました。
ライフサイエンス事業では、インドで水稲用殺虫剤ベンズピリモキサンの本格販売を開始

し、製造設備の増強も進めています。
CSRの取り組みでは、カーボンニュートラルの実現とSDGs（持続可能な開発目標）の達成

に向けた新たな組織体制の構築・強化、D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の実現
を目指した女性活躍の推進、健康経営の推進に取り組みました。
社名認知度向上に向けた取り組みでは、年末年始にテレビCMを放映しました。
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当期の業績につきましては、売上高は4,033億43百万円（前期比11.7％増）で過去最高を
更新しましたが、営業利益は323億69百万円（同4.9％減）、経常利益は325億79百万円（同
8.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は特別損失として食品事業に係る減損損失を計
上したことなどから167億78百万円（同29.2％減）となりました。
なお、当連結会計年度より、一部の在外子会社等の収益及び費用を、決算日の直物為替相

場により円貨に換算する方法から、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更し、
遡及適用後の数値で前期比較を行っています。

報告セグメント別の概況は次のとおりです。
（化学品事業）
当事業の売上高は2,117億20百万円（前期比5.8％増）、営業利益は262億60百万円（同

10.5％減）となりました。
① 樹脂添加剤
自動車向けでは、半導体不足等による減産の影響を受け、国内で核剤等が、また中国を含

むアジア圏においてはゴム用可塑剤等の販売数量が減少しました。
建材向けでは、北米で住宅内装材の需要が減少し、塩ビ用安定剤の販売が低調でした。
食品包装向けでは、テイクアウトやデリバリーといった中食需要の拡大を捉え、北米を中

心に透明化剤の販売が好調に推移しました。
ポリオレフィン樹脂に使用されるワンパック顆粒添加剤や酸化防止剤は、欧州等での需要

低迷により販売数量が減少しました。
難燃剤は、家電やパソコン等の需要の落ち込みにより、筐体等に使用されるエンジニアリ

ングプラスチック向けの販売が低調でした。一方、ポリオレフィン樹脂向けは大型家電向け
を中心に販売が堅調に推移しました。
樹脂添加剤全体では、原料価格高騰に対する販売価格の改定や為替の影響により、前期に

比べ増収となりました。一方、利益面は、販売数量の減少により減益となりました。
② 情報・電子化学品
半導体向けでは、第３四半期後半より足元にかけて、需要の落ち込みやメモリ価格の下落

を背景とした半導体メーカーの減産の影響を受け、一部製品群で販売が減少しました。一
方、最先端のDRAMに使用される高誘電材料及びEUVやArF等の最先端のフォトレジスト
に使用される光酸発生剤の販売が好調に推移しました。また、NAND向け製品の販売も堅
調でした。
ディスプレイ向けでは、パネルメーカーの大幅な在庫調整の影響を受け、光学フィルム向
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け光硬化樹脂、カラーフィルター向け光重合開始剤、ブラックマトリクスレジスト及びエッ
チング薬液の販売が低調に推移しました。
情報・電子化学品全体では、半導体材料は先端世代向け製品を中心に好調に推移しました

が、ディスプレイ関連材料の落ち込みをカバーするには至らず、前期に比べ減収減益となり
ました。
③ 機能化学品
自動車向けでは、国内中心に半導体不足等による減産の影響を受けましたが、エンジンオ

イル用潤滑油添加剤の販売が、海外での新規採用や新エンジンオイル規格の市場浸透により
好調に推移しました。また、海外を中心に構造接着用特殊エポキシ樹脂の販売も好調でし
た。
建築塗料向けでは、反応性乳化剤の販売がアジア地域を中心に堅調に推移しました。ま

た、化粧品向け特殊界面活性剤は、国内外で市況が緩やかに持ち直し、販売が堅調でした。
一方、工業用途で使用されるプロピレングリコール類は市況悪化の影響を受け低調に推移

しました。また、過酸化製品はディスプレイ向けを中心に需要落ち込みの影響を受け低調で
した。
機能化学品全体では、海外での潤滑油添加剤等の販売拡大や販売価格の改定により、前期

に比べ増収となりました。一方、利益面は、原燃料価格の高騰に対し、販売価格の改定を推
し進めましたが、一部製品での販売数量の減少や価格改定のタイムラグがあり、減益となり
ました。

（食品事業）
当事業の売上高は825億25百万円（前期比12.5％増）、営業損失は24億3百万円（前期は6

億86百万円の営業損失）となりました。
製パン、製菓用のマーガリン、ショートニング類は、国内消費の減退に加え、最終商品の

ダウンサイジングに伴い販売が減少しましたが、機能性マーガリン「マーベラス」シリーズ
は、パン等のおいしさの持続と消費期限延長に寄与する機能性が評価され、採用が拡大しま
した。また、行動制限の緩和により人流が増加し、土産菓子に使用されるフィリング類の販
売が好調に推移しました。一方、洋菓子・デザート用のホイップクリーム類は採用が減少
し、販売が低調でした。新製品のプラントベースフード「デリプランツ」シリーズは、おい
しさと使いやすさが評価され採用内定件数が増加しました。食品ロス削減に向けた品種統合
は、2023年３月に全製品（約1,000品種）の４割程度を削減する目標に対し、320品種の削
減となりました。
食品事業全体では、前期から取り組む販売価格の改定により増収となりました。一方、利

益面は、パーム油等の原料価格高騰に対し、販売価格の改定を推し進めましたが、用役・副
原料・包装材・物流費のさらなるコスト増をカバーするには至らず、営業損失となりまし
た。
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売上高合計
4,033億円

食品事業

25.3％
1,021億円

ライフサイエンス
事業

20.5％
825億円

52.5%
2,117億円

その他の事業
事業別売上高構成比

化学品事業

1.7％
70億円

（ライフサイエンス事業）
当事業の売上高は1,020億82百万円（前期比27.4％増）、営業利益は77億93百万円（同

62.3％増）となりました。
国内では、2021年10月から開始したコルテバ社製品の販売が通年にわたり寄与したこと

などから、農薬販売は前期を上回りました。海外では、ブラジルの農薬需要が拡大基調にあ
るなか、同国での農薬販売が好調に推移しました。また、欧州で主にばれいしょ向けで除草
剤の販売が好調でした。
医薬品は、一部案件において前倒し受注があったことから、外用抗真菌剤「ルリコナゾー

ル」の販売が堅調に推移しました。ライフサイエンス事業全体では、海外での農薬販売の拡
大により前期に比べ増収増益となりました。

事 業 別 売 上 高（百万円）
化 学 品 事 業 211,720
食 品 事 業 82,525
ラ イ フ サ イ エ ン ス 事 業 102,082
そ の 他 の 事 業 7,015
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＜当期のトピックス＞
当期は、中期経営計画『ADX 2023』に基づき、サステナブル経営を通じて、持続的な成長

と、社会価値と経済価値の最大化による企業価値向上を図るべく、環境負荷低減や社会的課題解
決に貢献する製品の開発・拡販を推し進めました。
化学品事業では、環境対応型の樹脂添加剤「アデカシクロエイド」シリーズのラインナップ拡

充に向けて開発を推進しました。バイオマスプラスチックの活用促進に貢献すべく、ポリ乳酸
（PLA）用可塑剤T-2369Xを開発しました。当該開発品は、生分解性バイオマスプラスチックで
あるポリ乳酸の高機能化を実現し、石化製品からの置き換えを可能にします。また、ポリ乳酸の
成形加工性を向上させることで、成形にかかるエネルギーコストの削減に貢献します。包装フィ
ルムや農業用マルチフィルム等の軟質への用途を想定しております。
情報・電子化学品分野における研究開発機能を大幅に拡充するために、ADEKA KOREA

CORPORATIONの「アデカコリア研究開発センター」を京畿道華城市へ移転することを決定
しました。同社は、先端半導体の技術革新をビジネスチャンスと捉え、技術進化の早い情報・電
子材料分野でお客様と同じスピードでの開発を可能とするべく、最先端の評価設備と技術を保有
してきました。こうしたなか、京畿道華城市に、延床面積は７倍、クリーンルームは２倍となる
施設を取得し、研究開発センターを移転することで、お客様への提案力や市場ニーズへの対応力
を強化します。本センターの開設は2023年８月を予定しており、さらなる開発機能の強化に向
けて、ＡＬＤ成膜・評価装置を増設できるクリーンルームスペースを確保し、2030年までに成
膜・評価装置と人員を倍増させる計画です。
機能化学品であるエポキシ樹脂接着剤について、三重工場に「アデカレミロップ」シリーズの

増能に向けた新プラントの建設を開始しました。当該製品は車の電装化を実現し、高精度の接
着・接合を可能にします。車載用のカメラモジュールの部品の固定・接着やECU基板への使用が
期待される次世代自動車分野向けの製品です。新プラントは2023年度中に稼働させる予定です。
食品事業では、『おいしさとやさしさで貢献します ～持続可能な社会の実現～』をテーマに、

プラントベースフード新ブランド「デリプランツシリーズ」４品種と、食品ロス削減をはじめと
する食品業界の課題解決に貢献する製品３品種の計７品種を新たにラインナップしました。原料
のパーム油は、持続可能なRSPO認証パーム油を採用し、トランス脂肪酸低減で安心・安全にお
いしさを追求することができます。特に「デリプランツシリーズ」については、動物性原料を使
用せずに、植物性成分から乳風味と動物脂のようなコクを再現するおいしさ創造技術
（「ReTERA技術」と命名）を活用しています。当該製品シリーズは、国内市場に留まらず、海外
市場への展開を計画しており、国際的な動物性原料（乳製品）の供給量不足に伴う代替需要や相
互補完を期待できる素財となっております。
ライフサイエンス事業では、当社の連結子会社である日本農薬株式会社が、2020年４月より

国内向けに配信を行うスマートフォン用アプリケーション「レイミーのAI病害虫雑草診断」の海
外向けサービス「NICHINO AI DIAGNOSIS」を開始しました。2022年10月26日付でイン
ド、ベトナム及び台湾においてリリースしました。本アプリは、同社と株式会社NTT データ
CCSが共同で開発したAIが作物や田畑に発生する病害虫や雑草を写真から診断するスマートフ
ォン用の防除支援ツールです。今後は、同社の現地グループ会社にて上記３つの国と地域におい
て、農薬の普及・販売事業とあわせて、本アプリの普及を図ってまいります。また、診断対象作
物の追加、機能の拡充など、各国のニーズに合わせたソリューションの開発も行ってまいりま
す。
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2. 設備投資等の状況
当期中に実施した設備投資等の総額は204億34百万円で、その主なものは、次のとおりで

あります。
（1）当期中に完成した主要設備

事業区分 会社名 項目

化学品事業
樹 脂 添 加 剤 ADEKA AL OTAIBA MIDDLE EAST LLC ワンパック顆粒添加剤生産設備の増設
情報・電子化学品 ADEKA KOREA CORP. 半導体材料生産設備の新設

（2）当期継続中の主要設備の新設、増設
事業区分 会社名 項目

化学品事業

樹 脂 添 加 剤 Amfine Chemical Corporation 添加剤原料タンクの新設

情報・電子化学品

ADEKA KOREA CORP. 半導体材料生産設備の増設

台湾艾迪科精密化学股份有限公司 半導体材料生産設備の新設

当社（千葉工場） 半導体材料生産設備の増設

機 能 化 学 品
当社（三重工場） エポキシ樹脂接着剤生産設備の増設

当社（富士工場） 高純度過酸化水素生産設備の増設

ラ イ フ サ イ エ ン ス 事 業 NICHINO INDIA PVT.LTD. 農薬生産設備の増設

（3）重要な固定資産の売却、撤去、滅失
生産能力に重要な影響を及ぼす固定資産の売却、撤去または滅失に該当する事項はあり

ません。

3. 資金調達の状況
当期におきましては、増資または社債の発行による資金調達を行っておりません。
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4. 中長期的な経営戦略と対処すべき課題
（1）中長期的な経営戦略

当社グループは、中長期的な目指すべき方向性を示した2030年のありたい姿
『ADEKA VISION 2030 ～持続可能な社会と豊かなくらしに貢献する

～』を掲げ、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて、幅広い事業を世
界中で展開し、革新的な技術で世界をリードすることで、持続可能な社会と人々の豊かな
くらしに貢献する企業となることを目指しています。
『ADEKA VISION 2030』の実現に向けたファーストステージとして、2021年度か

ら2023年度までの中期経営計画『ADX 2023』を遂行しています。
「ADX」は「ADEKAは変わります（ADEKA Transformation）」という決意を表し

ております。2030年を目標年とするSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて、カー
ボンニュートラルをはじめとする新しい社会環境に対応するとともに、利益を重視し、足
腰の強い企業体質へと自ら変革することで、社会価値と経済価値の追求による企業価値向
上を図っていきます。
中期経営計画の最終年度である2023年度に、「営業利益420億円、ROE９％」を目指し

ております。

〔基本方針〕
「新しい社会環境に対応する経営基盤へ変革し、利益を重視した持続的な成長を目指す」
持続可能な社会の実現に向けて製品・サービスの提供を通じ、社会的課題の解決に取り

組み、売上・利益を最大化していきます。中長期的視野で持続的に成長できる収益構造を
構築し、社会価値と経済価値を追求することで、企業価値の向上を図ります。

〔３つの基本戦略〕
カーボンニュートラルをはじめとする新しい社会環境に対応するために、ADEKAは変

わります。社会価値と経済価値を最大化させるべく、以下の３つの基本戦略を進めます。
加えて、基本戦略遂行を支える基盤として、人財戦略、DX戦略を進めます。
①収益構造の変革
SDGsの達成に貢献していくため、樹脂添加剤・化学品・食品・ライフサイエンスの各

事業における戦略製品に、気候変動対応、環境負荷低減や資源の有効活用等に貢献する
「環境貢献製品」や、社会の期待に応える価値創出を目指した「ADEKA Innovative
Value製品」（AIV製品）を組み入れ、社会価値と経済価値の双方を追求します。また、
事業活動全体で生産性向上を進め、トータルコストの最適化を図ります。
②新規事業領域の拡大による持続的な成長
成長ドライバーとして「ライフサイエンス」「環境」「エネルギー」「次世代ICT」分野

をターゲットとし、事業化を推進します。加えてM&Aによるポートフォリオの拡充と最
適化を図ります。
③グループ経営基盤の強化
グループの求心力を高めるべく、グループガバナンスを一層強化するとともに、健全な

財務基盤の構築により足腰の強い企業を目指します。また、同時に新しい働き方の追求に
も取り組んでまいります。
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ADX 2023 経営指標

財務指標
(2023年度)

営業利益 420億円

ROE ９％

設備投資額 500億円（３カ年）

配当性向（配当方針） 30％以上維持（適切な還元を総合的に勘案し、安定配当の維
持を基本とする。）

（2）サステナビリティを意識した企業経営
当社グループは、中長期的な視点に立ち「サステナビリティ」における課題に取り組む

ことで、グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、持続可能な
社会と人々の豊かなくらしに貢献していきます。
ADEKAグループCSR基本方針「ADEKAグループは、公正・透明な企業活動を通じて、

技術と信頼でステークホルダーの期待に応え、持続可能な社会に貢献します。」は、本業を
通じた持続可能な社会への貢献という観点から、当社グループが経営とCSRを統合し、社
会・ステークホルダーの期待に応え、企業価値向上を目指す基本姿勢を表現したものです。
同基本方針に基づいた企業活動を具体的に推進するため、CSR委員会（委員長：代表取

締役社長）では、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)の3分野にわたるCSR優先課題と、
SDGs達成の目標年度である2030年を念頭に置いた目標(KPI)を定め、全社横断的な取り
組みを行っています。
2022年度は、環境(E)においては、「カーボンニュートラル推進戦略」の制定と実行、

社会(S)では、D＆Iプロジェクトチームの新設・女性活躍推進の加速、ガバナンス(G)で
は、リスク管理の向上に向けた「リスクマネジメント委員会」への改組など、下掲の取り
組みを実行しました。
【2022年度の主な活動】

環境（E）

・TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示(機能化学品事
業)をスタート(2022年６月)。全事業のTCFDシナリオ分析を完了し、2023年５月
に結果を開示。今後は、各事業の分析・評価結果の事業戦略への組み込み等を推進。

・「カーボンニュートラル推進戦略」の制定実行（2022年９月）
・再エネ電力(本社、研究所、大阪支社等)の導入を決定(2022年度分より)
・ICP(インターナル・カーボンプライシング)の試験運用開始を決定(2023年度より)
・「環境貢献製品」2022年度売上高は、対2019年度比1.8倍へ拡大。

社会（S）

・CSR委員会の下に「D&Iプロジェクトチーム」を新設し、女性活躍推進を加速
（2022年６月）

・「健康経営戦略マップ」を策定・公表（2022年９月）
・「健康経営優良法人２０２３（大規模法人部門）」取得（2023年３月８日認定）
・年代別キャリア研修スタート（2023年２月より）

ガバナンス（G）

・「危機管理委員会」から「リスクマネジメント委員会」への改称と、分掌見直し
（2022年６月）

・指名・報酬委員会の委員長を、代表取締役社長から独立社外取締役へ変更。取締
役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの公正性・透明性・客
観性・独立性向上を図る（2022年12月）
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（3）対処すべき課題
2024年３月期の世界経済は、減速傾向が強まると見通しています。原燃料価格の高止

まりによるインフレ圧力は依然根強く、加えて国際情勢の緊迫化によるサプライチェーン
の寸断や欧米で表面化した金融不安が経済に及ぼす影響が懸念され、先行き不透明な状況
が続くと予想されます。
当社グループの主要対象分野である自動車関連分野は、供給制約の影響が一部で残るも

のの、国内での挽回生産が進み、世界全体の自動車生産も緩やかな回復シナリオを想定し
ています。また、自動車のEV化、電装化、軽量化のニーズが高まり、車重軽量化に貢献
する核剤やEV部材向けイントメッセント系難燃剤「アデカスタブ」シリーズ、優れた燃
費向上効果を発揮する潤滑油添加剤「アデカサクラルーブ」シリーズ等の販売拡大を見込
んでいます。ICT・家電分野は、パソコンやスマートフォンの需要低迷やデータセンター
投資の減速等を背景に、上期中は半導体の生産調整が続く見通しです。一方でデジタル化
を支える最先端の半導体分野は力強い成長が続くと見ており、先端半導体メモリ向け高誘
電材料「アデカオルセラ」シリーズやEUVフォトレジスト向け光酸発生剤「アデカアー
クルズ」シリーズのさらなる販売拡大を見込んでいます。食品分野は、消費者の低価格・
節約志向は継続するものの、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い人流回復と訪日
観光客の増加が期待されており、製パン、製菓、洋菓子・デザートの需要は回復基調で推
移する見通しです。また、食の多様化や環境配慮の観点から需要が高まっているプラント
ベースフード「デリプランツ」シリーズの販売拡大に努めるとともに、引き続き販売価格
の適正化と品種統合を進めてまいります。ライフサイエンス分野は、人口増加や新興国で
の作付け面積拡大を背景に、世界の農薬需要は引き続き拡大基調で推移する見通しであ
り、水稲用殺虫剤「オーケストラ」をはじめとする主要重点品目の販売拡大を見込んでい
ます。
株主の皆様におかれましては、何卒今後も変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お

願い申し上げます。

5. 財産及び損益の状況の推移

区 分 2019年度
第158期

2020年度
第159期

2021年度
第160期

2022年度
第161期
（当期）

売 上 高 （百万円） 304,131 327,080 361,234 403,343
経 常 利 益 （百万円） 21,976 29,270 35,658 32,579
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 （百万円） 15,216 16,419 23,687 16,778

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 147円69銭 159円01銭 229円65銭 163円30銭
総 資 産 （百万円） 409,452 437,657 475,304 500,068
純 資 産 （百万円） 250,634 271,485 296,871 311,709
（注）1. １株当たり当期純利益の算出は、期中平均発行済株式数によっております。

2. 当連結会計年度の期首より、一部の在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により
円貨に換算する方法から、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更し、第160期連結会計
年度の関連する主要な経営指標等について、遡及適用後の数値を記載しています。
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6. 重要な子会社等の状況（2023年３月31日現在）
（1）重要な子会社の状況

事業 会社名 所在地 資本金
（百万円）

議決権の所有割合
（％） 主要な事業内容

化

学

品

ＡＤＥＫＡケミカルサプライ株式会社 東京都 104 100.00
（間接所有5.57）

化学製品の販売、金属加工
油等の開発、製造、販売

ＡＤＥＫＡクリーンエイド株式会社 東京都 140 100.00 業務用厨房用洗剤、工業用
洗剤等の開発、販売

AMFINE CHEMICAL CORP.
（アムファインケミカル） 米国 1,600万USドル 60.00 樹脂添加剤等の製造、販売

オキシラン化学株式会社 東京都 600 51.00 エポキシ系可塑剤等の製
造、販売

長江化学股份有限公司 台湾 3,000万NTドル 50.50 樹脂添加剤等の販売
ADEKA KOREA CORP.
（ア デ カ コ リ ア） 韓国 150億ウォン 100.00 化学製品の製造、販売
ADEKA（ASIA）PTE.LTD.
（ア デ カ （ア ジ ア））

シンガ
ポール 80万USドル 100.00 化学製品の販売

ADEKA Europe GmbH
（アデカヨーロッパ） ドイツ 50万ユーロ 100.00 化学製品の販売

台湾艾迪科精密化学股份有限公司 台湾 2億NTドル 100.00 液晶パネル関連薬剤の製造、
販売、化学製品の輸入販売

ADEKA POLYMER
ADDITIVES EUROPE SAS
（ア デ カ ポ リ マ ー
アディティブズヨーロッパ）

フランス 300万ユーロ 100.00
（間接所有100.00）樹脂添加剤の製造、販売

艾迪科（中国）投資有限公司 中国 3,100万USドル 100.00 化学製品及び原材料の販売

艾迪科精細化工（上海）有限公司 中国 2,050万USドル 100.00 樹脂添加剤、機能性樹脂、
電子材料等の製造、販売

艾迪科精細化工（常熟）有限公司 中国 2,154万USドル 50.00 樹脂添加剤の製造、販売
ADEKA FINE CHEMICAL

（THAILAND）CO.,LTD.
（アデカファインケミカル（タイランド））

タイ 3億5,000万バーツ 81.00 樹脂添加剤の製造、販売、
輸入販売

AM STABILIZERS CORP.
（エーエムスタビライザーズ） 米国 850万USドル 100.00

（間接所有100.00）樹脂添加剤の製造、販売

ADEKA USA CORP.
（アデカユーエスエー） 米国 100万USドル 100.00 化学製品の販売

艾迪科精細化工(浙江)有限公司 中国 3,000万USドル 100.00
(間接所有100.00)

樹脂添加剤、機能性樹脂、
電子材料等の製造、販売

ADEKA AL OTAIBA
MIDDLE EAST LLC
(アデカ アル オタイバ ミドル イースト)

アラブ
首長国
連邦

4,546万UAEディルハム 49.00 樹脂添加剤の製造、販売、
化学製品、食品の販売
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事業 会 社 名 所在地 資本金
(百万円)

議決権の所有割合
(％) 主要な事業内容

食

品

ＡＤＥＫＡファインフーズ株式会社 鳥取県 50 100.00
マヨネーズ類、油脂加工食
品類、魚介類を使用した加
工製品の製造、販売

ADEKA（SINGAPORE）PTE.LTD.
（アデカ（シンガポール））

シンガ
ポール 800万Sドル 90.00 食用加工油脂、冷凍パイ生地

及び関連食品の製造、販売

ＡＤＥＫＡ食品販売株式会社 東京都 42 100.00 製菓・製パン用食用加工油脂、
その他食品原料等の販売

株 式 会 社 ヨ ン ゴ ー 愛知県 18 93.47 製菓・製パン業務用資材の卸売

上原食品工業株式会社 東京都 70 100.00 フラワーペースト、餡類及び
レトルト調理食品の製造、販売

艾迪科食品（常熟）有限公司 中国 2,300万USドル 70.00 食用油脂、油脂加工食品の
製造、販売

ADEKA FOODS（ASIA）SDN.BHD.
（アデカフーズ（アジア））マレーシア 9,000万リンギット 60.00

食用加工油脂、マーガリン、
ショートニング、ファット
スプレッドの製造、販売

株 式 会 社 ク ラ ウ ン 大阪府 10 100.00 食用油脂、油脂加工食品の
製造、販売
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事業 会 社 名 所在地 資本金
(百万円)

議決権の所有割合
(％) 主要な事業内容

ラ

イ

フ

サ

イ

エ

ン

ス

日 本 農 薬 株 式 会 社 東京都 14,939 51.00 農薬、医薬品等の製造、販売

株式会社ニチノー緑化 東京都 160 100.00
（間接所有100.00）

緑化造園その他建設工事、
設計、施工、監理及び園
芸・緑化薬剤の販売等

株式会社ニチノーサービス 東京都 3,400 100.00
（間接所有100.00）

農薬の生産、受注、保管、
配送の請負、不動産賃貸及
び管理の請負、倉庫業等

NICHINO AMERICA, INC.
（ニチノーアメリカ） 米国 70万USドル 100.00

（間接所有100.00）農薬の生産、開発、販売等

日本エコテック株式会社 東京都 20 100.00
（間接所有100.00）

農薬残留分析、化学物質の
安全性試験、環境保全に関
するコンサルティング等

日佳農葯股份有限公司 台湾 4,000万NTドル 57.00
（間接所有57.00）農薬の開発、普及、販売等

株式会社アグリマート 東京都 50 100.00
（間接所有100.00）

シロアリ防除資材、防疫用
殺虫剤の販売等

NICHINO INDIA PVT.LTD.
（ニチノーインディア） インド 385万ルピー 100.00

（間接所有100.00）農薬の生産、開発、販売等

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.
（シプカムニチノーブラジル）ブラジル 22,389万レアル 50.00

（間接所有50.00）農薬の生産、普及、販売等

NICHINO EUROPE CO.,LTD.
（ニチノーヨーロッパ） 英国 3万英国ポンド 100.00

(間接所有100.00) 農薬の生産、販売

NICHINO VIETNAM CO.,LTD.
( ニチノーベトナム ) ベトナム 226億8,000万ベトナムドン 100.00

(間接所有100.00) 農薬の販売
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事業 会社名 所在地 資本金
（百万円）

議決権の所有割合
（％） 主要な事業内容

そ

の

他

ＡＤＥＫＡ総合設備株式会社 東京都 130 100.00
設備プラントの設計、工事
及び工事管理、設備メンテ
ナンス

ＡＤＥＫＡ物流株式会社 東京都 50 100.00
貨物運送取扱事業、産業廃
棄物処理仲介業、物流資材
販売

ＡＤＥＫＡライフクリエイト株式会社 東京都 65 100.00
（間接所有20.00）

不動産の売買、仲介、管
理、損保・生保代理業、
OA機器職域販売、ビル・
社宅等の管理運営

（2）重要な関連会社の状況

事業 会社名 所在地 資本金
（百万円）

議決権の所有割合
（％） 主要な事業内容

化
学
品

株式会社コープクリーン 埼玉県 80 46.88 石鹸、洗剤等の開発、販売

昭 和 興 産 株 式 会 社 東京都 550 21.54
合成樹脂、化学品、産業資
材、情報電子材料、環境関
連の商材等の販売

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス

AGRICULTURAL CHEMICALS
（MALAYSIA）SDN. BHD.
（アグリカルチュラルケミカルズ
（マ レ ー シ ア））

マレーシア 205万リンギット 24.18
（間接所有24.18）農薬の生産、販売

SIPCAM EUROPE S.P.A.
（シプカムヨーロッパ）イタリア 3,694万ユーロ 20.00

（間接所有20.00）農薬の生産、販売

タマ化学工業株式会社 埼玉県 126 33.43
（間接所有33.43）

有機合成化学品の製造、販
売

2023年05月23日 01時04分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



事業報告

37

7. 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
事 業 主 要 製 品

化 学 品
事 業

樹 脂 添 加 剤 ポリオレフィン用添加剤、塩ビ用安定剤・可塑剤、難燃剤、その他
情 報 ・ 電 子
化 学 品

高純度半導体材料、電子回路基板エッチング装置及び薬剤、光硬化樹脂、
光開始剤、画像材料、その他

機 能
化 学 品

エポキシ樹脂、ポリウレタン原料、水系樹脂、界面活性剤、潤滑油添加剤、
厨房用洗浄剤、化粧品原料、プロピレングリコール類、過酸化水素及び
誘導品、水膨張性シール材、その他

食 品 事 業
マーガリン類、ショートニング、チョコレート用油脂、フライ・調理用油脂、
プラントベースフード、ホイップクリーム、練込用クリーム、フィリング類、
マヨネーズ・ドレッシング類、機能性食品素材、その他

ラ イ フ サ イ エ ン ス 事 業 農薬、医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、木材用薬品、医療材料、その他

そ の 他 の 事 業 設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス、物流業、
倉庫業、車輌等リース、不動産業、保険代理業、その他

8. 主要な営業所及び工場等（2023年３月31日現在）
（1）当社

営 業 所
本 社（東京都）
大 阪 支 社（大阪府）
名古屋支店（愛知県） 福 岡 支 店（福岡県）
札幌営業所（北海道） 仙台営業所（宮城県）

工 場
鹿島（茨城県） 千葉（千葉県）
三重（三重県） 富士（静岡県）
明石（兵庫県） 相馬（福島県）

研 究 所 東京都 埼玉県
大阪府

（2）子会社
主要な子会社及びその所在地は、「６. 重要な子会社等の状況 （1）重要な子会社の状

況」に記載のとおりです。
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9. 従業員の状況（2023年３月31日現在）
（1）当社グループの従業員の状況

事 業 部 門 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
化 学 品 事 業 2,526名 △3名減
食 品 事 業 1,006名 △6名減
ラ イ フ サ イ エ ン ス 事 業 1,569名 33名増
そ の 他 の 事 業 220名 △3名減
全 社 共 通 173名 7名増

合 計 5,494名 28名増

（注） 従業員数は、就業人員です。

（2）当社の従業員の状況
区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
男 性 1,507名 △15名 39.8歳 16.9年
女 性 289名 3名 38.1歳 14.6年
合 計 1,796名 △12名 39.6歳 16.5年

（注） 上表に記載されている人数のほかに、出向社員129名が在籍しております。
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10. 主要な借入先（2023年３月31日現在）
（1）当社グループの借入先の状況

借 入 先 借 入 額（百万円）
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 24,003
農 林 中 央 金 庫 5,456
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,978
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 2,435
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,308
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,120

（2）当社の借入先の状況
借 入 先 借 入 額（百万円）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,800
農 林 中 央 金 庫 2,950
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 2,000
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,400
株 式 会 社 中 国 銀 行 650
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 600
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Ⅱ．会社の現況
1. 株式の状況（2023年３月31日現在）
（1）発行済株式の総数 103,768,142株
（2）株主数 7,384名
（3）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数（千株） 持 株 比 率（％）
※日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 12,180 11.83

※株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,183 8.92
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 4,053 3.94
※みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀
行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 3,770 3.66

Ａ Ｄ Ｅ Ｋ Ａ 取 引 先 持 株 会 3,156 3.06
全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 2,334 2.27
農 林 中 央 金 庫 2,244 2.18
日 本 ゼ オ ン 株 式 会 社 2,188 2.12
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 2,153 2.09
昭 和 興 産 株 式 会 社 1,870 1.82

（注）1. 持株比率は、自己株式（775,888株）を控除して計算しております。
2. ※の信託銀行の持株数には信託業務に係る株式数が含まれております。

（4）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は2021年６月18日開催の第159回定時株主総会において、当社の取締役（監査等

委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との
一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当
てる報酬制度を導入することを決議しました。これを受け、2022年６月24日開催の取締
役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、同７月21
日に普通株式44,100株を処分しています。なお、当社の対象取締役に対して割り当てた
譲渡制限付株式の数は以下のとおりです。
役 員 区 分 割 当 て 対 象 人 数 割 り 当 て た 株 式 の 数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） ９名 44,100株
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2. 会社役員に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）取締役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 城 詰 秀 尊

代 表 取 締 役 冨 安 治 彦
専務執行役員 社長補佐、秘書室、人事部、購買・物流部担当
兼 内部統制推進委員長 兼 リスクマネジメント委員長
日本農薬株式会社 取締役監査等委員

取 締 役 小 林 義 昭
常務執行役員 食品本部長 兼
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
艾迪科食品（常熟）有限公司 董事長

取 締 役 藤 澤 茂 樹
常務執行役員 化学品営業本部長
台湾艾迪科精密化学股份有限公司 董事長
艾迪科精細化工（上海）有限公司 董事長

取 締 役 志 賀 洋 二 執行役員 財務・経理部、情報システム部、デジタル化業
務改革推進部担当

取 締 役 芳 仲 篤 也 執行役員 研究開発本部長
株式会社東京環境測定センター 代表取締役社長

取 締 役 安 田 晋 執行役員 法務・広報部、経営企画部担当 兼 コンプラ
イアンス推進委員長 兼 設備投資委員長

取 締 役 川 本 尚 史

執行役員 樹脂添加剤本部長
艾迪科精細化工（浙江）有限公司 董事長
長江化学股份有限公司 董事長
艾迪科精細化工（常熟）有限公司 董事長
ADEKA INDIA PVT.LTD. 代表取締役会長
オキシラン化学株式会社 代表取締役社長

取 締 役 角 田 憲 康 執行役員 生産本部長

取 締 役（社外） 永 井 和 之
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長
学校法人中央大学 名誉教授
弁護士

取 締 役（社外） 遠 藤 茂 外務省 参与
日揮ホールディングス株式会社 社外取締役

取 締 役（社外） 堀 口 誠
岩谷産業株式会社 取締役副社長執行役員
IWATANI(CHINA)LIMITED 董事（岩谷(中国)有限公司取締役）
IWATANI AUSTRALIA PTY LTD.DIRECTOR(岩谷オーストラリア会社取締役)

取 締 役
常勤監査等委員 田 谷 浩 一

取 締 役
監 査 等 委 員（社外） 奥 山 章 雄

公認会計士
株式会社ニップン 取締役監査等委員（社外取締役）
信金中央金庫 監事

取 締 役
監 査 等 委 員（社外） 竹 村 葉 子 弁護士

取 締 役
監 査 等 委 員（社外） 佐 藤 美 樹

朝日生命保険相互会社 特別顧問
富士急行株式会社 社外取締役
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 会長
公益財団法人全国税理士共栄会文化財団 副理事長
日本軽金属ホールディングス株式会社 社外監査役
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（注）1. 取締役永井和之氏、遠藤茂氏、堀口誠氏、奥山章雄氏、竹村葉子氏及び佐藤美樹氏は、社外取締役
であります。

2. 2022年６月24日開催の第160回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員林義人氏及び矢島明政
氏は、辞任いたしました。

3. 2022年６月24日開催の第160回定時株主総会において、田谷浩一氏は同総会終結の時をもって監査
等委員を辞任した林義人氏の補欠として、新たに監査等委員に選任され、就任いたしました。

4. 監査・監督機能の強化及び効率的な監査等委員会運営のため、常勤の監査等委員を選定しておりま
す。

5. 監査等委員田谷浩一氏は、営業・購買部門を中心に業務遂行に携わってきた経験・実務経験がある
など、当社の業務に精通しています。また、2018年6月からは執行役員として当社経営に携わり、
大阪支社長も務めるなど企業経営全般に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員奥山章雄氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。
監査等委員竹村葉子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。
監査等委員佐藤美樹氏は、金融機関の会長・社長を務めた経験を持ち、企業経営全般、並びに、財
務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

6. 当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。

（2）責任限定契約の概要
当社と各非業務執行取締役との間で、善意でかつ重大な過失がない場合、会社法第

423条第１項の損害賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する
旨の責任限定契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、優秀な人材確保、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、会社

法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
ります。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役（監査等委員である取締役を含
む）、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員、退任役員であり、すべての被保険者につ
いてその保険料を当社が全額負担しております。 当該保険契約により被保険者がその職
務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯

罪行為、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為、被保険者が違法に利益を得たこ
と、または他の者に利益を供与したことに起因する損害等は填補の対象としないこととし
ております。
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（4）取締役の報酬等
①取締役の報酬を決定する方針
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、当該事業年度における会社と個

人の業績に連動した役員賞与及び、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとして
の株式報酬で構成されます。なお、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針は、
2021年５月21日開催の取締役会にて以下のとおり決議しております。
1. 基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ）の報酬は、企業価値、
ひいては株主共同の利益の向上につながる、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を
行うことができるよう、適切かつ健全なパフォーマンスの動機付けとして十分機能す
る内容のものとする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業
績連動報酬等としての役員賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締
役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、在任年数に応じて支給額

を決定する。
3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関す

る方針
業績連動報酬等は、各事業年度の業績（連結売上高、連結営業利益、連結当期純利

益）を評価対象とする財務的価値、各事業年度の環境課題への貢献等を評価対象とす
る社会的価値、その他諸般の事情を総合的に勘案して算出された額を役員賞与として
毎年、一定の時期に支給する。
当社グループの中期経営計画『ADX 2023』では、経営とCSRの統合を図り、社

会的課題の解決につながる事業を通じ、社会価値と経済価値との双方を最大化するこ
とを目指している。そのため、業績連動報酬等の業績指標については、中期経営計画
で目標を定めている連結売上高及び連結営業利益、並びに、同じく中期経営計画で目
標を定めている株主還元（配当）の原資となる連結当期純利益を財務上の重要な業績
指標とし、環境課題への貢献等の社会価値を非財務の業績指標として評価している。
なお、財務上の業績指標に関する実績については、1.事業の経過及びその成果並びに
5.財産及び損益の状況の推移に記載のとおりである。
非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値、ひいては株主価値の持続的な向上を図

る報酬構成とするため、譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は、対象取締役の職務
執行開始日から1カ月を経過する日までになされる取締役会決議により付与し、その付
与数は役位に応じて決定する。また、譲渡制限期間は払込期日から３年以上とし、原則
として、当該期間中継続して取締役の地位にあることを条件に譲渡制限を解除する。
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4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報
酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬であ

る役員賞与のウエイトが高まる構成とする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね以下のとおりとする（業績指標の達

成率が100％である場合）。
役 位 基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

代表取締役会長
代表取締役社長 55％ 22％ 23％
取締役兼専務執行役員 59％ 20％ 21％
取締役兼常務執行役員 61％ 17％ 22％
取締役兼執行役員 61％ 15％ 24％

（注 業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等は譲渡制限付株式である。）
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬等のうち基本報酬については、第159回定時株主総会で決議された限
度額の範囲内において、代表取締役社長城詰秀尊がその具体的内容について委任を受
けるものとし、代表取締役社長城詰秀尊は、取締役の役位、在任年数に応じて定めら
れた報酬基準により策定した報酬案について、指名・報酬委員会に諮問し、その意
見・助言を踏まえて、各取締役の個人別の報酬額を決定する。
個人別の報酬等のうち役員賞与については、第159回定時株主総会で決議された限

度額の範囲内で、代表取締役社長城詰秀尊がその具体的内容について委任を受けるも
のとし、代表取締役社長城詰秀尊は、各事業年度の業績、環境課題への貢献等、その
他諸般の事情を総合的に勘案して報酬案を策定し、指名・報酬委員会に諮問した上
で、取締役会において、指名・報酬委員会の意見・助言を踏まえて決定する。
個人別の報酬等のうち株式報酬は、第159回定時株主総会で決議された限度額の範

囲内で、代表取締役社長城詰秀尊が、取締役会において定めた株式報酬規程に基づ
き、指名・報酬委員会に諮問した上で、取締役会において、取締役個人別の割当株式
数を決定する。

6. 個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
上記5．に記載のとおり、当社は、個人別の報酬等の決定を代表取締役社長城詰秀

尊に委任しております。同氏は、代表取締役社長として、すべての業務を統括してい
ること、及び、個人別の報酬等の決定を委任する前提として、指名・報酬委員会で審
議の上決議承認された、明確な報酬基準等が存在していることが、同氏に決定を委任
している理由です。同氏は、いずれの報酬についても、株主総会で決議された限度額
の範囲内で、報酬基準等に基づいて報酬案の策定を行い、指名・報酬委員会に諮問の
上、指名・報酬委員会の意見・助言を踏まえて決定しています。したがって、代表取
締役社長城詰秀尊に委任された権限は、適切に行使されております。

7. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取
締役会が判断した理由
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、取締役会の諮問によ

る指名・報酬委員会の答申や報酬基準等に基づく審議を経ていることで、その決定方
法及び決定内容が当該決定方針に沿うものと判断しております。
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②当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 賞与 株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

490
（32)

281
（32) 90 118 12

（3)
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

62
（32)

62
（32) - - 6

（3)
（注）1. 取締役の報酬額には、使用人分の給与を含んでおりません。

2. 2021年６月18日開催の第159回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の
報酬額を年額480百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）、監査等委員であ
る取締役の報酬額を年額100百万円以内とご決議いただいております。
なお、上記定時株主総会後の取締役（監査等委員を除く）及び取締役（監査等委員）の員
数は、取締役（監査等委員を除く）12名（うち社外取締役３名）、取締役（監査等委員）
５名（うち社外取締役３名）となっております。
また、上記の報酬枠とは別枠で、2021年６月18日開催の第159回定時株主総会において、
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のために支給
する報酬額を年額150百万円以内とご決議いただいております。
なお、上記定時株主総会終結後の対象となる取締役の員数は、９名となっております。
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（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

永井取締役：公益財団法人私立大学通信教育協会 会長
堀口取締役：岩谷産業株式会社 取締役副社長執行役員

IWATANI(CHINA)LIMITED 董事（岩谷(中国)有限公司取締役）
IWATANI AUSTRALIA PTY LTD.DIRECTOR(岩谷オーストラリア会社取締役)

佐藤取締役（監査等委員）：朝日生命保険相互会社 特別顧問
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 会長
公益財団法人全国税理士共栄会文化財団 副理事長

上記の兼職先と当社との間には、いずれも特別の関係はありません。
② 他の法人等の社外役員としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

遠藤取締役：日揮ホールディングス株式会社 社外取締役
奥山取締役（監査等委員）：株式会社ニップン 取締役監査等委員（社外取締役）

信金中央金庫 監事
佐藤取締役（監査等委員）：富士急行株式会社 社外取締役

日本軽金属ホールディングス株式会社 社外監査役
上記の兼職先と当社との間には、いずれも特別の関係はありません。

③ 当期中の取締役会・監査等委員会・指名・報酬委員会での活動状況
種 類 年間開催回数 平均出席率 主要テーマ

取締役会 17回 98％
（取締役及び監査等委員）

・中期経営計画
・事業投資
・ESG・サステナビリティ
・IR・SRの取り組み状況、広報活動の強化
・資本効率性
・事前警告型買収防衛策非継続（廃止）
・リスクマネジメント及びコンプライアンス
・内部統制

監査等委員会 ６回 96%
（監査等委員）

・監査方針、監査等計画及び職務分担
・監査等委員である取締役候補者の選任、監査等

委員会委員長などの選定
・会計監査人の選任、報酬、監査及びレビューに対
する監査方法・結果などの相当性判断・検証

・監査実施結果、監査等委員会の監査報告書

指名・報酬委員会 ３回 100％
（全委員）

・取締役候補者指名案
・取締役個別報酬案
・代表取締役社長の後継者計画の策定・運用案
・指名・報酬委員会委員長の選定（代表取締役社長
から社外取締役への議長交代）
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④ 社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名
取締役会
出席状況
（出席率）

監査等委員会
出席状況
（出席率）

指名・報酬委員会
出席状況
（出席率）

主な発言状況及び社外取締役に期待
される役割に関して行った職務の概要

取締役

永 井 和 之 17回／17回
（100％） － ３回／３回

（100％）

経験豊富な経営の観点及び会社法に関
する専門的な立場から適宜質問すると
ともに意見を述べるなど、社外取締役
として経営の重要事項決定及び業務執
行の監督において当社が期待する十分
な役割を果たしました。

遠 藤 茂 17回／17回
（100％） － ３回／３回

（100％）

国際情勢等の幅広い知識・見識と豊か
な国際感覚をもとに、グローバルな視
点から適宜質問するとともに意見を述
べるなど、社外取締役として経営の重
要事項決定及び業務執行の監督におい
て当社が期待する十分な役割を果たし
ました。

堀 口 誠 13回／17回
（76％） － －

経営及び企業統治に関する豊富な経
験、幅広い見識、グローバルな知見に
基づき適宜質問するとともに意見を述
べるなど、社外取締役として経営の重
要事項決定及び業務執行の監督におい
て当社が期待する十分な役割を果たし
ました。

取締役
(監査等委員)

奥 山 章 雄 17回／17回
（100％）

６回／６回
（100％） －

主に公認会計士としての専門的な見地
から適宜質問するとともに意見を述べ
るなど、社外者としての公正・客観的
な立場から当社が期待する十分な役割
を果たしました。

竹 村 葉 子 17回／17回
（100％）

６回／６回
（100％） －

主に弁護士としての専門的な見地から
適宜質問するとともに意見を述べるな
ど、社外者としての公正・客観的な立
場から当社が期待する十分な役割を果
たしました。

佐 藤 美 樹 16回／17回
（94％）

５回／６回
（83％） －

経験豊富な経営の観点から適宜質問す
るとともに意見を述べるなど、社外者
としての公正・客観的な立場から当社
が期待する十分な役割を果たしまし
た。

⑤ 社外役員に対する報酬等の総額
社外役員 ６名 64百万円
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3. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

（2）当期に係る会計監査人の報酬等の額及び監査等委員会が同意した理由
① 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬等の額 78百万円

（注） 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区別できないため、上記の金額にはこれらの合計
額を記載しております。

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 79百万円
なお、当社子会社のうち、オキシラン化学株式会社は、監査法人日本橋事務所の監査
を受けており、日本農薬株式会社は、協和監査法人の監査を受けております。

③ 監査等委員会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、前期の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した
上、当期の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につ
き、会社法第399条第１項、第３項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
賦課金に係る特例の認定申請業務

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解
任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集され
る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由をご報告いたします。
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4. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要及び当該体制の運用状
況
当社の取締役会において決議した「業務の適正を確保する体制（内部統制システム）に関

する基本方針」の概要は以下のとおりであります。

（1）業務運営の基本方針
① ＡＤＥＫＡグループ経営理念

「新しい潮流の変化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業を目指す」
「世界とともに生きる」

② ＡＤＥＫＡグループ行動憲章
（ⅰ）本業を通じた、持続可能で豊かな社会づくりへの貢献
（ⅱ）法令の遵守と社会倫理に則った公正・透明な企業活動
（ⅲ）適切かつ公正な情報開示
（ⅳ）環境の保全
（ⅴ）安全で高品質な製品・サービスの提供
（ⅵ）働きやすい職場環境
（ⅶ）社会・ステークホルダーからの信頼確保のための友好的かつ積極的なコミュニ

ケーション・社会貢献活動
（ⅷ）健全で持続的な発展と社会への貢献
（ⅸ）反社会的勢力の排除
（ⅹ）危機管理の徹底
（ⅺ）より良い社会の実現に向けて

（2）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（コ
ンプライアンス体制）

① コンプライアンス推進組織
コンプライアンス推進委員会（本部格）を設置し、コンプライアンス体制の整備に努

める。各部門には、コンプライアンス推進責任者とコンプライアンス推進担当者を設置
する。
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② グループ・コンプライアンス規程
グループ・コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス推進組織体制の整備、

教育・啓発活動、内部通報制度の運用等を推進する。
③ 倫理綱領・マニュアル

「ＡＤＥＫＡグループ行動憲章」、「コンプライアンス行動ガイドライン」、「コンプラ
イアンス・ケースブック」等の綱領やマニュアルを活用し、法令遵守を徹底する。

④ コンプライアンス教育・研修
階層別研修とテーマ・法令別研修を組み合わせた教育・研修制度や、社内報、メール

マガジン等の社内メディアの活用により、全社に広くコンプライアンス意識を徹底させ
る。

⑤ モニタリングと業務監査
（ⅰ）法令遵守状況やコンプライアンス意識の浸透度等の定期的モニタリング、調査
（ⅱ）業務監査室によるコンプライアンスに関する内部監査結果のコンプライアンス推進

委員会への報告等、コンプライアンス推進委員会と業務監査室の連携
（ⅲ）委員会の活動状況とコンプライアンス上の問題に関する取締役会及び監査等委員会へ

の報告
⑥ 内部通報制度

コンプライアンス内部通報規程に基づき内部通報窓口の適正な運用を通じたコンプラ
イアンス違反行為の早期発見と情報確保に努める。

⑦ 内部統制システム推進組織
内部統制推進委員会（本部格）を設置し、内部統制システムの構築・整備を行う。

⑧ 反社会的勢力による被害の防止及び関係遮断
反社会的勢力による被害の防止、関係の一切遮断のため、対応の所管部署を法務・広

報部と定め、事案発生時の報告と対応に係るマニュアル等を整備し、警察等関係機関と
も連携し、毅然と対応する。

（3）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
経営上重要な案件は、取締役会や経営会議で意思決定を行い、議事録を関連資料ととも

に保存する。執行ラインに権限委譲された業務は、稟議、決裁手続を行い、稟議書・決裁
書を関連資料とともに保存する。これらの保存・管理を以下のとおり行う。
① 文書管理規程及び文書保存・廃棄基準に基づく書類保存
② インデックス化や電子ファイルの活用による検索性の高い保存
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（4）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）
① リスクマネジメント委員会の設置及びリスクマネジメント規程・マニュアルに基づく

体制整備
リスクマネジメント委員会が全社のリスクの洗い出しと評価、リスクマネジメント規

程・マニュアルの立案と、危機管理体制のチェック等を行う。
リスクマネジメント規程・マニュアルに基づき、リスクカテゴリーごとの責任部署を

定め、緊急事態の発生時に、被害を最小限に止める体制を取る。
② 緊急対策本部の設置

有事で特に緊急度・重要度の高いケースは、リスクマネジメント規程・マニュアルに
基づき当該事項の主管部署の担当役員を本部長とする緊急対策本部を設置し、組織的に
対応する。

③ リスク管理の監査
業務監査室は、部署ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締

役、監査等委員会に報告する。

（5）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 執行役員制度

執行役員制度により、意思決定と業務執行の分離を図り、意思決定の迅速化と、業務
執行責任の明確化を図る。

② 経営会議
取締役会決議事項について事前審議を行い、経営執行上の重要事項について、審議の

迅速化と情報の共有化を図る目的で、経営会議を設置し、経営会議規則で定める付議事
項について審議、決定する。

③ 役員の任期
取締役（監査等委員以外の取締役）と執行役員の経営責任を明確化し、効率化を促す

目的で、任期を１年とする。（監査等委員である取締役の任期は２年）
④ 職務権限・意思決定・業務遂行ルールの明確化

社内規程に基づき職務権限、意思決定及び業務遂行のルールを明確化し、適正かつ効
率的に職務の執行が行われる体制を取る。

⑤ 予算管理制度
期初に部門ごとに数値目標の設定を行い、管理会計の手法を用いて進捗、達成状況を

レビューし、結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保する。

2023年05月23日 01時04分 $FOLDER; 52ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



事業報告

52

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社から当社への業務の執行の報告に関する体制

当社の代表取締役は、週報・月報制度、ＡＤＥＫＡグループ社長会、グローバル戦略
会議、各子会社の株主総会への出席、子会社に取締役・監査役として派遣された者（以
下、「派遣役員」という。）を通じて、各子会社の業務の執行状況の報告を求め、情報収
集に努める。

② 子会社のリスク管理に関する体制
各子会社に、業態及び規模に応じたリスク管理体制の構築・整備、運用状況の報告を

求める。また、子会社に緊急事態が発生し、当社や他の子会社へ重大な影響が懸念され
る場合、当該子会社と合同の緊急対策チームを組織し、両社協力して対応する。

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
管理会計の手法により子会社の予算の進捗、達成状況レビュー、フィードバックを行

う。また、グローバル経営管理システムを通じて、子会社との間で即時の情報収集を可
能とし、業務の効率化を図る。

④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
グループ共通の倫理綱領、各種規程・マニュアル等を定め、グループ一体のコンプラ

イアンス体制を取る。各子会社に、業態及び規模に応じたコンプライアンス推進体制の
構築・整備と、その運用状況の報告を求めるとともに、グループ・コンプライアンス協
議会やコンプライアンス講演会を開催し、コンプライアンス意識の醸成と情報の共有化
を図る。派遣役員、当社監査等委員会、業務監査室による子会社のモニタリングと、グ
ループ共通の内部通報窓口により、コンプライアンス違反の早期発見に努める。

（7）監査等委員会の職務を補助すべき使用人
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」という）の独立

性の確保と監査等委員会の指示の実効性の確保に関し、以下の体制を整えた上で、補助使
用人を置くものとする。
① 監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた補助使用人は、当該指示に関して、他の取締

役（監査等委員以外の取締役）からの指示命令は受けない。
② 補助使用人には監査等委員会の指示を遂行しうるスキルと経験を有する者を起用する。
③ 補助使用人の人事異動、人事評価、賞罰等については、監査等委員会の事前の同意を得るもの

とする。
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（8）監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査の実効性を確保するための体
制

① 取締役会等への出席及び代表取締役との定期連絡会
監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、代表取締役との連絡会

を定期的に行い、経営、コンプライアンス等に関する重要な事項等の報告を受ける。
② 監査等委員会の権限

監査等委員会は、常勤監査等委員を通じて業務監査室長から内部監査結果の報告を受
け、取締役、執行役員及び使用人から重要な社内会議の資料、決裁手続きに関する資料
の閲覧を求めることができる。

③ コンプライアンス推進委員会との連携
（ⅰ）コンプライアンス推進委員会への出席

常勤監査等委員は、コンプライアンス推進委員会へ出席し、委員会からコンプライ
アンス活動の状況の報告を受ける。

（ⅱ）内部通報窓口
ａ）コンプライアンス推進委員会事務局は、内部通報窓口に対して行われた通報を常
勤監査等委員に報告する。

ｂ）通報者の匿名性の確保、守秘義務及び通報者の不利益取扱いの禁止等を定めた社
内規程に基づき、監査等委員と協力して、内部通報窓口の公正な運営、通報案件の
適正な処理、通報者保護を図る。

（9）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会または監査等委員は、監査の実施のため弁護士、公認会計士その他の社外

の専門家に対し助言を求め、または調査、鑑定その他の事務を委託するなど、必要な費用
を会社に対し請求することができる。当該請求に係る費用が監査等委員会または監査の職
務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社は当該請求に応ずるものとする。

前記、業務の適正を確保するための体制の運用状況は次のとおりです。

（1）コンプライアンス体制
コンプライアンス推進委員会を年４回、グループ・コンプライアンス協議会を年２回開

催し、コンプライアンス上の課題の分析、対策立案、実行及び管理を行いました。
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グループ・コンプライアンスの強化に向け、グループ経営理念・行動憲章の周知浸透に
努めています。当年度は、「本業を通じた社会貢献」と「サステナビリティ経営」の要素
を盛り込んだ改定版「ＡＤＥＫＡグループ行動憲章」の周知浸透を図るべく、ポスター、
カード及び解説書の作成・配布を行いました。
コンプライアンス教育・研修については、当社グループの役員、従業員を対象としたコ

ンプライアンス講演会、テーマ・法令別研修や、階層別研修、ｅラーニング等を実施して
います。
当年度は、2022年９月から10月にかけて、当社及び国内子会社のコンプライアンス推

進責任者・推進担当者を対象とした、コンプライアンスリーダー研修を実施しました。
また、2022年６月施行の「改正公益通報者保護法」対応として、「コンプライアンス内

部通報規程」の改定を行うとともに、2022年９月開催のグループ・コンプライアンス協
議会にて、国内子会社のコンプライアンス推進責任者に、法改正及び規程改定の概要並び
に実務上の留意点を説明しました。

（2）リスク管理体制
当社では、これまで、危機管理委員会を年2回開催し、当社グループ事業を取り巻く

様々なリスクの評価、分析、調査、対策の立案及び管理を行ってきました。当年度も、前
年に引き続き、BCMSの維持・改善に向けた取り組みや、地震対策、情報セキュリティ対
策、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置等を実施しました。また、2022年２月下旬
に発生したロシアのウクライナ侵攻が当社グループ事業に与える影響やリスクについて情
報を集め、同委員会で議論を行い、情報を共有しました。
気候変動リスク、自然災害の激甚化や、地政学リスク等、近年、リスクが多様化・複雑

化しており、会社法・会社法施行規則やコーポレートガバナンス・コードでも、グループ
会社を含むリスクマネジメント体制の強化が求められています。これらに対応し、グルー
プ全体のリスクマネジメント体制のさらなる強化を目的として、2022年６月に「危機管
理委員会」を「リスクマネジメント委員会」に改称するとともに、９月に「ＡＤＥＫＡグ
ループ リスクマネジメント規程」及び「ＡＤＥＫＡグループ リスクマネジメントマニュ
アル」を制定しました。また、グループ・リスクマネジメント体制の強化を図るべく、
2023年３月に「グループ・リスクマネジメント協議会」を新たに発足しました。
グループ・リスクマネジメントの高度化をシステム面からサポートし、リスク情報の一

元管理を可能とするため、2022年10月にクラウド統合ERMシステム「Enterprise Risk
MT」を導入しました。
これらの取り組みを通じ、グループ・リスクマネジメントのさらなる強化に取り組んで

まいります。

2023年05月23日 01時04分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



事業報告

55

（3）子会社経営管理
子会社から当社への週報・月報制度の運用を徹底するとともに、子会社の取締役会、株

主総会、各事業本部主催のグローバル戦略会議やＡＤＥＫＡグループ社長会において、子
会社から業務執行の報告を受けることにより、子会社の管理監督を行っています。
子会社への役員の派遣や、子会社に対する当社監査等委員による監査や業務監査室によ

る内部監査を通じて、子会社における業務の適正性の確保に努めています。当期において
も、監査等委員及び業務監査室が、それぞれの監査計画に基づき、監査を実施しました。
また、当社では、グローバル経営管理システムによる子会社の経営管理の仕組みを構築

し、子会社の業務の効率化に取り組んでいます。

（4）監査等委員会への報告に関する体制
常勤監査等委員は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席するほか、コンプ

ライアンス推進委員会、グループ・コンプライアンス協議会やリスクマネジメント委員会
にオブザーバーとして常時出席し、当社グループのコンプライアンスやリスク管理の状況
を把握しています。
コンプライアンス内部通報規程に基づき、内部通報窓口への通報は、常勤監査等委員に

適時報告され、また、同規程で定める通報者の匿名性の確保、守秘義務や通報者の不利益
取り扱いの禁止等に基づき、常勤監査等委員と協力し、内部通報窓口の公正な運営に取り
組んでいます。
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5. 当社の支配に関する基本方針の内容の概要
（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下、
「基本方針」といいます。）を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に
掲げる事項）は以下のとおりです。
〈基本方針の内容〉

当社は、当社の株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決せら
れるものであり、当社の支配権の移転を伴う大規模買付行為がなされた場合、これが当
社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定する
ものではありませんが、大規模買付行為に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主
の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えています。
しかしながら、近年の資本市場においては、対象会社の経営陣の同意を得ずに、一方

的に大量の株式の買付を強行するような動きも見られます。こうした大規模買付行為の
中には、その目的等から見て企業価値及び株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害を
もたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、または、対
象会社の取締役会や株主の皆様が大規模買付行為の条件について検討し、あるいは対象
会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対
象会社の企業価値及び株主の皆様共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び

事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社株主の皆様共同の利益及び当
社の企業価値を持続的に確保・向上させていくことを可能とする者である必要があると
考えており、上記の例を含め、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を毀損する恐
れのある不適切な大規模買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及
び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えています。

（2）当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別
な取り組み

① 当社の企業価値の源泉
（ａ）経営理念

当社グループは、「新しい潮流の変化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業
を目指す」「世界とともに生きる」という経営理念の下、世界市場で競争力のある技
術優位な製品群によるグローバルな事業展開を加速し、時代の先端を行く製品と、環
境に優しく、顧客ニーズに合った製品を提供し続けています。
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上記の経営理念の根底には、「本業を通じた社会貢献」というＣＳＲ（企業の社会
的責任）の思想が流れています。すなわち、社会環境の変化を鋭敏にとらえ、当社の
持つ先進技術を積極的に駆使することにより、新しい社会的課題への解決策を提供す
るとともに、株主及び投資家の皆様をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等、
すべてのステークホルダーの利益に配慮した経営活動を行うことにより、当社は、社
会から信頼され、真に必要とされる企業となることを目指しています。
幅広いステークホルダーへの貢献を通じた企業価値の向上、ひいては、株主の皆様

共同の利益の増大により、健全かつ持続的な成長・発展を続けることが、当社の経営
の基本方針であり、創業以来、築き上げてきた、顧客、取引先、従業員、地域社会等
のステークホルダーとの良好な信頼関係こそが、当社の企業価値の源泉となっていま
す。

（ｂ）当社の事業内容とその特徴
当社は、化学品事業、食品事業及びライフサイエンス事業という３つの事業を擁す

るユニークな企業として事業活動を行っています。化学品事業では、樹脂添加剤、情
報・電子化学品、機能化学品、食品事業では、加工油脂製品、加工食品製品、ライフ
サイエンス事業では農薬、医薬品といった非常に多岐にわたる事業分野をもち、か
つ、それらの事業が相互に有機的に結びついているという特徴を有しています。
当社は、新規技術の創造と得意技術の融合により、環境の保全や人々の健康で豊か

な生活に役立つ先駆的な製品を持続的に開発・提供し、国際社会に貢献できる企業を
目指し、各事業分野で、お客様や取引先様をはじめとするビジネスパートナーの皆様
との共創により、独自性の高い技術を開発し、新しい価値を創造し続けています。ま
た、各事業分野で培ってきた得意技術を融合し、ライフサイエンス、環境、エネルギ
ー、次世代ＩＣＴといった新しい事業分野にも注力しています。
創業以来、今日まで、幅広い事業分野におけるビジネスパートナーの皆様との強い

信頼関係の下、築き上げてきた、独自性の高い技術力もまた、当社の企業価値の源泉
となっています。
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（ｃ）中期経営計画について
Ⅰ．当社グループの現況４.(1)中長期的な経営戦略に記載のとおり、当社グループ

は、中期経計画『ADX 2023』を、当社グループのありたい姿『ADEKA VISION
2030』の実現に向けたファーストステージと位置づけ、経営とＣＳＲの統合を進め、
新しい社会環境に対応する経営基盤への変革と、利益を重視した持続的な成長を目指
しています。
中長期的視野で持続的に成長できる収益構造を構築し、社会価値と経済価値を追求す
ることで、企業価値の向上を図ります。

（ｄ）コーポレートガバナンスの強化
以上の施策を推進していくにあたり、当社は、健全で透明性が高く、安定した経営

の基盤となるコーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスクマネジメントの
一層の強化に努めています。
また、当社グループの企業使命・経営理念を実現し、持続的な成長と中長期的な企業
価値向上を図ることを目的に、コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針
を定めた「ADEKAグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定して
います。 今後も当社グループ全体のコーポレートガバナンスの強化に取り組んでま
いります。

（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取り組みの概要
当社は、上記（1）に記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、2007年より
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を導入してきましたが、国内外の機関投資家
をはじめとする株主の皆様のご意見、買収防衛策に関する近時の動向、当社を取り巻く経
営環境の変化等を踏まえ、慎重に検討を重ねた結果、2022年５月23日の当社取締役会に
おいて、同対応方針の継続を行わず、廃止することを決定しました。
当社は、同対応方針の廃止後も引き続き当社の株主共同の利益及び企業価値の確保・向上
に取り組むとともに、当社株式等の大規模買付行為を行い、または行おうとする者に対し
ては、株主の皆様が当該買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提
供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するために必要な
時間及び情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範
囲内において、適切な措置を講じてまいります。
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（4）上記（2）及び（3）の取り組みに対する取締役会の判断及びその理由
当社は、基本方針に照らして不適切な者による当社株式の大規模買付行為を含む濫用的

な買収や提案等への最大の防御策は、中期経営計画及びガバナンス強化の取り組みの着実
な実行と、経営理念、事業特性や中長期ビジョン等を踏まえた事業活動により、当社グル
ープの企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に高めていくことだと考えて
います。当社株式の大規模買付行為に関する対応方針は、濫用的買収を防止し、企業価値
ひいては株主共同の利益の毀損を回避することを目的に導入したものですが、昨今、株主
の権利を制限する、経営陣の自己規律性を弱め、自己保身につながるなどとして、機関投
資家の反対意見が強まっています。これらの機関投資家の意見に加え、2009年金融商品
取引法によるＴＯＢルール改正や、当社株価の上昇等により、当社が同対応方針を維持す
る必要性は薄れてきているとの判断に至ったことから、同対応方針の非継続（廃止）を決
定したものです。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
技 術 資 産
顧 客 関 連 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他 投 資
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

315,401
81,119
99,623
5,499

67,367
8,524

40,822
13,619
△1,174
184,666
119,488
36,490
34,514
30,515

665
9,911
7,390
18,044
5,471
2,489
2,005

34
8,043
47,133
33,609

771
3,193
3,006
4,448
2,301
△197

流 動 負 債 129,488
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 62,235
短 期 借 入 金 22,295
1年内返済予定の長期借入金 7,560
リ ー ス 債 務 297
未 払 費 用 7,783
未 払 法 人 税 等 3,246
賞 与 引 当 金 3,206
役 員 賞 与 引 当 金 157
環 境 対 策 引 当 金 18
そ の 他 22,686

固 定 負 債 58,870
社 債 5,315
長 期 借 入 金 20,777
リ ー ス 債 務 609
繰 延 税 金 負 債 3,097
再評価に係る繰延税金負債 3,013
退 職 給 付 に 係 る 負 債 20,408
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 264
そ の 他 5,383
負 債 合 計 188,358
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 238,713
資 本 金 23,048
資 本 剰 余 金 20,126
利 益 剰 余 金 197,843
自 己 株 式 △2,304

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 22,236
その他有価証券評価差額金 7,800
土 地 再 評 価 差 額 金 3,330
為 替 換 算 調 整 勘 定 11,362
退職給付に係る調整累計額 △257

非 支 配 株 主 持 分 50,759
純 資 産 合 計 311,709

資 産 合 計 500,068 負 債 ・ 純 資 産 合 計 500,068
（注） 単位百万円未満は、切り捨てております。
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連 結 損 益 計 算 書
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 403,343
売 上 原 価 305,124
売 上 総 利 益 98,218

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 65,848
営 業 利 益 32,369

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 2,479
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 512
為 替 差 益 644
そ の 他 896 4,532

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,470
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 1,286
そ の 他 566 4,323
経 常 利 益 32,579

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 51
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,009 1,061

特 別 損 失
減 損 損 失 3,750
災 害 に よ る 損 失 133
固 定 資 産 廃 棄 損 555
投 資 有 価 証 券 売 却 損 2
投 資 有 価 証 券 評 価 損 6 4,448

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 29,192
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,798
法 人 税 等 調 整 額 △1,566 8,231
当 期 純 利 益 20,960
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,182
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 16,778

（注） 単位百万円未満は、切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） （単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2022 年 ４ 月 １ 日 残 高 23,048 20,146 188,260 △1,273 230,181
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △169 △169

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高 23,048 20,146 188,091 △1,273 230,012
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △7,949 △7,949
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 16,778 16,778
自 己 株 式 の 取 得 △1,178 △1,178
自 己 株 式 の 処 分 △23 145 122
土地再評価差額金の取崩 923 923
持分法適用会社に対する
持分変動に伴う自己株式の増減 2 2
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 3 3
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） －

連結会計年度中の変動額合計 － △19 9,752 △1,031 8,701
2023 年 ３ 月 31 日 残 高 23,048 20,126 197,843 △2,304 238,713

その他の包括利益累計額 非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2022 年 ４ 月 １ 日 残 高 8,062 4,253 8,755 △1,284 19,787 46,902 296,871
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 169 169 －

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高 8,062 4,253 8,924 △1,284 19,956 46,902 296,871
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 － △7,949
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － 16,778
自 己 株 式 の 取 得 － △1,178
自 己 株 式 の 処 分 － 122
土地再評価差額金の取崩 － 923
持分法適用会社に対する
持分変動に伴う自己株式の増減 － 2
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 － 3
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △262 △923 2,438 1,026 2,280 3,856 6,136

連結会計年度中の変動額合計 △262 △923 2,438 1,026 2,280 3,856 14,838
2023 年 ３ 月 31 日 残 高 7,800 3,330 11,362 △257 22,236 50,759 311,709
（注） 単位百万円未満は、切り捨てております。
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連結注記表
［連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項］

1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 39社
主要な連結子会社の名称
日本農薬㈱、ADEKAケミカルサプライ㈱、ADEKAクリーンエイド㈱、ADEKA総合設備㈱、
ADEKA食品販売㈱、オキシラン化学㈱、AMFINE CHEMICAL CORP.、長江化学股份有限公
司、ADEKA KOREA CORP.、ADEKA EUROPE GMBH、艾迪科（中国）投資有限公司

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
㈱東京環境測定センター、NICHINO VIETNAM CO.,LTD.

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな
いためであります。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 6社
主要な会社等の名称
㈱コープクリーン、昭和興産㈱、SIPCAM EUROPE S.P.A.

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称
㈱東京環境測定センター、水島可塑剤㈱

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。
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3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
艾迪科精細化工(上海)有限公司他1社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、

12月31日の財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調
整を行っております。
艾迪科(中国)投資有限公司他５社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、３月31

日に本決算に準じた仮決算を行っております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
＜その他有価証券＞
市場価格のない株式等以外のもの………時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算定）
市場価格のない株式等……………………移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…………………………時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・商品……………………………主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）
仕掛品…………………………………主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）
原材料・貯蔵品………………………主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産は除く）

建物（建物附属設備を除く）及び機械装置………定額法
上記以外の有形固定資産……………………………定率法
2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物……………………………………３～60年
機械装置及び運搬具………………………………３～20年
その他有形固定資産………………………………３～20年

② 無形固定資産（リース資産は除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア（自社利用）………………………５年（社内における見込利用可能期間）
技術資産……………………………………………10年
顧客関連資産………………………………………20年

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
なお、一部の連結子会社については、国際財務報告基準第16号「リース」（以下「IFRS第16号」と

いう。）を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリ
ースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上された使用権資産の減価償却方法は
定額法によっております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。
③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上し
ております。

④ 役員退職慰労引当金
役員の退職により支給する役員退職慰労金に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。
⑤ 環境対策引当金

所有土地の再開発に伴う土壌調査等に対する支出に備えるため、当連結会計年度末における合理的
な見積額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して

おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年

及び17年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（13年及び17年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から
費用処理しております。

③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお

けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。

① 化学品及び食品関連
化学品関連においては、樹脂添加剤、情報・電子化学品、機能化学品の製造及び販売、食品関連に

おいては、食品製品の製造及び販売をしております。
これらの製品の販売については、国内販売においては製品を顧客が検収した時または顧客に到着し

た時に、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき支配が顧客に移転
した時に収益を認識しております。
取引価格は、顧客との契約において約束された対価で算定しており、履行義務を充足してから主と

して1年以内に受領しているため、重要な金融要素は含んでおりません。また、対価の金額が変動し
うる重要な変動対価はありません。
なお、これらの製品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについ

ては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しており
ます。

② ライフサイエンス関連
ライフサイエンス関連においては、主に殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、除草剤、農薬原体の製造及

び販売をしております。
これらの製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点において顧客が当該製品に対する支

配を獲得し、履行義務が充足されると判断しておりますが、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転
される時までの期間が通常の期間であるため、国内販売においては出荷時点、輸出販売においては主
にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき支配が顧客に移転した時に収益を認識しておりま
す。
取引価格は、契約に定める価格からリベート、値引き及び返品等の見積り等を控除した金額で算定

しており、重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
また製品の販売契約における対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、

重要な金融要素は含んでおりませんが、一部の海外子会社については履行義務の充足時点から対価の
受領までの期間が1年超にわたるものがあり、関連する市場金利が相当程度高く、金融要素に対する
影響が大きいと考えられる場合、重要な金融要素を含んでいると判断し、重要な金融要素である金利
相当額を決済期日までの期間に応じて損益に配分することとしております。
なお、これらの製品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについ

ては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しており
ます。
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[表示方法の変更に関する注記]
（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「デリバティブ評価損」は、営業外
費用総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。
なお、前連結会計年度の「デリバティブ評価損」は98百万円であります。

[会計方針の変更に関する注記]
在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更

一部の在外子会社等の収益及び費用は、従来、決算日の直物為替相場により円貨に換算していましたが、
当連結会計年度の期首より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しています。
この変更は、在外子会社等の重要性の増加を背景に、予算管理システムを統一する等、グループ内の管理

体制を見直したことによるものであり、また、一時的な為替相場の変動による期間損益等への影響を緩和
し、連結会計年度を通じて発生する在外子会社等の損益をより適切に連結計算書類に反映させるために行っ
たものです。
当該会計方針の変更は遡及適用され、会計方針の変更による累積的影響額は当連結会計年度の期首の純資

産の帳簿価額に反映されています。この結果、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の遡及適用後の期首
残高は１億69百万円減少し、為替換算調整勘定は１億69百万円増加しています。
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[収益認識に関する注記]
1．収益の分解情報
[地域別]

(単位：百万円)
報告セグメント

その他 合計
化学品 食品 ライフサイ

エンス 計

日本 78,828 70,951 28,532 178,312 3,917 182,229

中国 26,113 8,273 702 35,089 1,814 36,904

その他アジア 54,101 3,149 17,320 74,571 672 75,244

その他 52,667 130 55,339 108,138 329 108,468
顧客との契約から生じ
る収益 211,711 82,505 101,895 396,112 6,734 402,846

その他の収益 9 19 187 215 281 496

外部顧客への売上高 211,720 82,525 102,082 396,327 7,015 403,343

[財またはサービスの種類別]
(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計

化学品 食品 ライフサイ
エンス 計

樹脂添加剤 111,315 － － 111,315 － 111,315

情報・電子化学品 36,371 － － 36,371 － 36,371

機能化学品 64,024 － － 64,024 － 64,024

油脂加工食品 － 82,505 － 82,505 － 82,505

農薬・医薬品他 － － 101,895 101,895 － 101,895

その他 － － － － 6,734 6,734
顧客との契約から生じ
る収益 211,711 82,505 101,895 396,112 6,734 402,846

その他の収益 9 19 187 215 281 496

外部顧客への売上高 211,720 82,525 102,082 396,327 7,015 403,343
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2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「［連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項] 4．会計

方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度期首 当連結会計年度期末

顧客との契約から生じた債権 100,424 99,594

契約資産 35 28

契約負債 1,098 841

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を

適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また顧客との契約から生じる対価の中
に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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［会計上の見積りに関する注記］
固定資産の減損

当連結グループの食品事業における資産グループについて、販売数量が減少していることに加え、原料の
調達価格が高騰するなど、経営環境の急激な変化により継続的に営業損失を計上し、収益性が低下している
ことから、減損の兆候があると判断し、判定を以下のとおり行っております。

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
（単位：百万円）

当連結会計年度

有形固定資産 119,488

無形固定資産 18,044

減損損失 3,750

(2) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算定方法
減損の兆候がある資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると

判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上します。
固定資産の減損損失の金額を検討するにあたっては、その資産グループにおける回収可能価額を使用価

値により測定しています。
使用価値は、不動産鑑定評価額を基礎とした固定資産の正味売却価額を含む将来キャッシュ・フローの

割引現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは
取締役会によって承認された予算を基礎とし、予算を超える期間については成長率を基に見積っていま
す。

②主要な仮定
使用価値の見積りにおける主要な仮定は、予算及び将来計画の基礎となる販売数量、販売単価、原料の

調達価格、成長率、不動産鑑定評価額及び割引率であります。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
上記の主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、これらの仮定の変動によっては、翌連結会計年度の連

結計算書類に影響が生じる可能性があります。
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［連結貸借対照表に関する注記］
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

現金及び預金 414百万円
受取手形、売掛金及び契約資産 7,621 〃
商品及び製品 1,259 〃
原材料及び貯蔵品 1,122 〃
建物及び構築物 1,382 〃
機械装置及び運搬具 978 〃
土地 2,604 〃
合計 15,382 〃

（2）担保に係る債務
短期借入金 1,488 〃
１年内長期借入金 73 〃
長期借入金 1,532 〃
合計 3,094 〃

2. 有形固定資産に係る減価償却累計額 248,197百万円

3. 土地再評価法の適用
「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一
部を改正する法律」（1999年３月31日公布法律第24号、2001年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業
用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上
しております。
・再評価の方法…………「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日公布政令第119号）第２条

第３号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合
理的な調整を行い算出しております。

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△2,857百万円
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［連結損益計算書に関する注記］
1. 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表「［収益認識に関する注記] 1．収益の分解情報」に記載し
ております。

2. 減損損失
当連結会計年度において、以下の資産グループについて、合計3,750百万円の減損損失を特別損失に計上

しています。
当社グループは事業資産については、管理会計上の区分（工場別・事業別）に基づきグルーピングを行

い、遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを行っています。

㈱ADEKA

場所 用途 種類 減損損失額
（百万円）

茨城県神栖市 食品製造設備

（有形固定資産）
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
建設仮勘定
その他

315
827
47
25

小計 1,214

兵庫県加古郡 食品製造設備

（有形固定資産）
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
建設仮勘定
その他

（無形固定資産）
ソフトウェア

281
797

1,325
55
52

26
小計 2,536

合計 3,750

㈱ADEKAの食品製造設備については、将来キャッシュ・フローの見積期間にわたって投資額の回収が見
込めなくなったため、減損損失を計上しております。
また当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを6.7%で割

り引いて算定しております。
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［連結株主資本等変動計算書に関する注記］
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

（単位：株）
当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

発 行 済 株 式 数
普 通 株 式 103,768,142 － － 103,768,142
合 計 103,768,142 － － 103,768,142

自 己 株 式 数
普通株式（注1） 760,398 501,584 57,133 1,204,849
合 計 760,398 501,584 57,133 1,204,849

（注1） 普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得、単元未満株式の買取、
持分法適用会社による親会社株式の取得であります。減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分、持分法適用会社の持分変動による減少であります。

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 4,344 42 2022年３月31日 2022年６月27日

2022年11月11日
取締役会 普通株式 3,604 35 2022年９月30日 2022年12月６日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後になるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会 普通株式 3,604 利益剰余金 35 2023年３月31日 2023年６月26日
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［金融商品に関する注記］
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については主に短期的な預金・債券等により運用し、銀行等金融機関からの借
入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売債権基準及び与信管理基準に沿ってリスク低減を図

っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については、四半期ごとに時価の把握
を行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、長期借入金については、固

定金利による借入を実施することにより、金利変動リスクを回避することとしておりますが、一部の変動金
利を採用した長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実
施しております。
外貨建の債権・債務の一部については、為替変動リスクを低減化することを目的として、販売額及び購入

額の範囲内で為替予約を行うこととしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注）参照）。
また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間

で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 27,173 27,173 －
（2）社債 15,415 15,411 △3
（3）長期借入金 28,338 28,487 148
（4）デリバティブ取引（＊） △768 △768 －
（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示されております。

（注）市場価格のない株式等
区 分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非 上 場 株 式 11,935
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における調整されていない相場価格によって算定し

た時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,674 5,499 － 27,173

デリバティブ取引 － △768 － △768

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 15,411 － 15,411

長期借入金 － 28,487 － 28,487

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。また、上場株式以外の有価証券は、残存期間が短期の取引で
す。時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としており、レベル２
の時価に分類しております。
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デリバティブ取引
これらの時価については、取引金融機関より提示された時価もしくは為替レート等の観察可能なインプ

ットを用いて算定されており、レベル２の時価に分類しております。

社債並びに長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の社債の発行、同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

［１株当たり情報に関する注記］
1. １株当たり純資産額 2,544円28銭
2. １株当たり当期純利益 163円30銭

［重要な後発事象に関する注記］
該当する事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
諸 権 利
設 備 利 用 権
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

123,237
28,351
4,201

34,639
5,499

18,056
7,197

15,766
350

3,397
5,806
△30

142,966
65,105
15,631
2,826

21,785
24

3,003
16,752

448
4,633
6,965
1,297

98
1,172

15
4,382
70,895
20,093
30,441
7,488
7,661
205

4,568
1,425
△989

流 動 負 債 52,851
支 払 手 形 1,185
買 掛 金 24,703
短 期 借 入 金 4,250
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 10,000
1年内返済予定の長期借入金 2,000
リ ー ス 債 務 169
未 払 金 4,327
未 払 費 用 3,679
未 払 法 人 税 等 525
賞 与 引 当 金 1,764
役 員 賞 与 引 当 金 80
そ の 他 166

固 定 負 債 27,927
長 期 借 入 金 7,000
リ ー ス 債 務 351
再評価に係る繰延税金負債 3,013
退 職 給 付 引 当 金 15,868
資 産 除 去 債 務 109
長 期 預 り 金 1,584
負 債 合 計 80,779
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 176,203
資 本 金 23,048
資 本 剰 余 金 20,125
資 本 準 備 金 20,074
そ の 他 資 本 剰 余 金 51
利 益 剰 余 金 134,934
利 益 準 備 金 1,096
そ の 他 利 益 剰 余 金 133,838
配 当 準 備 積 立 金 90
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 55
別 途 積 立 金 51,241
繰 越 利 益 剰 余 金 82,452

自 己 株 式 △1,904
評 価 ・ 換 算 差 額 等 9,219
その他有価証券評価差額金 5,889
土 地 再 評 価 差 額 金 3,330
純 資 産 合 計 185,423

資 産 合 計 266,203 負 債 ・ 純 資 産 合 計 266,203
（注） 単位百万円未満は、切り捨てております。
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損 益 計 算 書
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 153,280
売 上 原 価 117,104
売 上 総 利 益 36,175

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 26,557
営 業 利 益 9,618

営 業 外 収 益
受 取 利 息 170
受 取 配 当 金 8,205
為 替 差 益 505
雑 収 入 227 9,107

営 業 外 費 用
支 払 利 息 92
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 42
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 35
雑 損 失 115 285
経 常 利 益 18,440

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,009 1,009

特 別 損 失
減 損 損 失 3,750
災 害 に よ る 損 失 133
固 定 資 産 廃 棄 損 432
投 資 有 価 証 券 評 価 損 4 4,320

税 引 前 当 期 純 利 益 15,129
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,265
法 人 税 等 調 整 額 △873 2,391
当 期 純 利 益 12,737

（注） 単位百万円未満は、切り捨てております。
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株主資本等変動計算書
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計配当準備

積 立 金
固定資産
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰 余 金
2022年４月１日 残高 23,048 20,074 74 20,148 1,096 90 58 51,241 76,736 129,222
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △7,949 △7,949
圧縮積立金の取崩 △3 3 －
当 期 純 利 益 12,737 12,737
自己株式の取得
自己株式の処分 △23 △23
土地再評価差額金の取崩 923 923
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － △23 △23 － － △3 － 5,715 5,711
2023年３月31日 残高 23,048 20,074 51 20,125 1,096 90 55 51,241 82,452 134,934

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2022年４月１日 残高 △873 171,545 5,871 4,253 10,124 181,670
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △7,949 △7,949
圧縮積立金の取崩 － －
当 期 純 利 益 12,737 12,737
自己株式の取得 △1,175 △1,175 △1,175
自己株式の処分 145 122 122
土地再評価差額金の取崩 923 923
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

18 △923 △904 △904

事業年度中の変動額合計 △1,030 4,658 18 △923 △904 3,753
2023年３月31日 残高 △1,904 176,203 5,889 3,330 9,219 185,423
（注） 単位百万円未満は、切り捨てております。
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個別注記表
［重要な会計方針に係る事項］

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …………時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ………………………移動平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品……………………………総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
原料・貯蔵品……………………………移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）

4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）及び機械装置……………定額法
上記以外の有形固定資産…………………………………定率法
2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
構築物 ３～60年
機械装置 ３～15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用）…………社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
その他の無形固定資産………………定額法

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
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5. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。
（3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しており
ます。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（17年）

による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（17年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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6. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
化学品及び食品関連
化学品関連においては、樹脂添加剤、情報・電子化学品、機能化学品の製造及び販売、食品関連において

は、食品製品の製造及び販売をしております。
これらの製品の販売については、国内販売においては製品を顧客が検収した時又は顧客に到着した時に、

輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき支配が顧客に移転した時に収益を
認識しております。

取引価格は、顧客との契約において約束された対価で算定しており、履行義務を充足してから主として1
年以内に受領しているため、重要な金融要素は含んでおりません。また対価の金額が変動しうる重要な変動
対価はありません。
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［表示方法の変更に関する注記］
（損益計算書関係）
1. 出向者差額の表示方法の変更

従来、損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「出向者差額」について、当事業年度より
「販売費及び一般管理費」に計上する方法に変更しております。

この変更は、出向者数の増加等に伴い出向者差額の金額的重要性が増してきていることから、当社の営
業損益をより適正に表すものと判断して行ったものであります。
これにより、従来と同一の方法によった場合に比べ営業利益が576百万円減少しております。

2. コミットメントフィーの独立掲記
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「コミットメントフィー」は、営業外

費用総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。
なお、前事業年度の「コミットメントフィー」は35百万円であります。

［会計上の見積りに関する注記］
固定資産の減損
当社の食品事業における資産グループについて、販売数量が減少していることに加え、原料の調達価格が高

騰するなど、経営環境の急激な変化により継続的に営業損失を計上し、収益性が低下していることから、減損
の兆候があると判断し、判定を以下のとおり行っております。

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：百万円）

当事業年度

有形固定資産 65,105

無形固定資産 6,965

減損損失 3,750

（2）計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結注記表「［会計上の見積りに関する注記］」の内容と同一であります。
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［貸借対照表に関する注記］
1. 有形固定資産の減価償却累計額 168,044百万円

2. 偶発債務
保証債務

関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証 1,000百万円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 18,290百万円
長期金銭債権 6,924 〃
短期金銭債務 10,844 〃

4. 土地再評価法の適用
「土地の再評価に関する法律」（1998年3月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一
部を改正する法律」（1999年3月31日公布法律第24号、2001年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業
用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上
しております。
・再評価の方法…………「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年3月31日公布政令第119号）第２条第

３号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理
的な調整を行い算出しております。

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△2,857百万円
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［損益計算書に関する注記］
関係会社との取引高

売上高 65,312百万円
仕入高 34,537 〃
営業取引以外の取引高 7,769 〃

［株主資本等変動計算書に関する注記］
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（単位：株）
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 330,484 500,304 54,900 775,888

合 計 330,484 500,304 54,900 775,888

（注１）自己株式の増加数の内訳
単元未満株式の買取による増加 304株
取締役会決議による自己株式取得による増加 500,000株

（注２）自己株式の減少数の内訳
自己株式の処分による減少 54,900株
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［税効果会計に関する注記］
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 4,808百万円
固定資産減損損失否認 1,511 〃
関係会社株式評価損否認 995 〃
賞与引当金 534 〃
貸倒引当金 309 〃
棚卸資産評価損否認 231 〃
株式評価損否認 209 〃
未払事業税 95 〃
減価償却超過額 35 〃
その他 357 〃

繰延税金資産小計 9,084 〃
評価性引当額 △2,029 〃
繰延税金資産合計 7,055 〃

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △23 〃
その他有価証券評価差額金 △2,462 〃
その他 △0 〃

繰延税金負債合計 △2,486 〃
繰延税金資産の純額 4,568 〃

再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金 3,013 〃
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［関連当事者との取引に関する注記］
子会社等

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 ADEKAケミカルサプライ
㈱

所有
直接
間接

94.43
5.57

当社製品を販売 化学品製品を販
売（注１） 11,972 売掛金 4,069

ADEKA総合設備㈱
所有

直接 100.00 設備等を購入 設備等を購入
（注２） 9,860

未払金

買掛金

未払費用

4,112

774

48

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しており

ます。
（注２）設備等の購入については、複数の見積りを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定し

ております。

役員及び主要株主等

属性 会社等の名称又は氏名
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員 城詰 秀尊 被所有
直接 0.06

当社代表取締役
社長

金銭報酬債権の
現物出資
（注）

20 ― ―

役員 冨安 治彦 被所有
直接 0.05

当社代表取締役兼
専務執行役員

金銭報酬債権の
現物出資
（注）

11 ― ―

役員 小林 義昭 被所有
直接 0.03

当社取締役兼
常務執行役員

金銭報酬債権の
現物出資
（注）

10 ― ―

役員 藤澤 茂樹 被所有
直接 0.03

当社取締役兼
常務執行役員

金銭報酬債権の
現物出資
（注）

10 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）譲渡制限付株式報酬制度（譲渡制限期間３年）に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。
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［収益認識に関する注記］
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「[収益認識に関する注記]」に

同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

［１株当たり情報に関する注記］
1. １株当たり純資産額 1,800円37銭
2. １株当たり当期純利益 123円46銭

［重要な後発事象に関する注記］
該当する事項はありません。

2023年05月23日 01時04分 $FOLDER; 90ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



監査報告

90

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月19日

株式会社ＡＤＥＫＡ
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 達 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 貫 一 紀

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＡＤＥＫＡの2022年４月１日から2023

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ＡＤＥＫＡ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月19日

株式会社ＡＤＥＫＡ
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 達 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 貫 一 紀

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＡＤＥＫＡの2022年４月１日から

2023年３月31日までの第161期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第161期事業年度における取締役の職務
の執行について監査致しました。その方法及び結果につき以下の通り報告致します。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに会
社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断およびその理由については、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
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③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取り組
みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月22日
株式会社ＡＤＥＫＡ 監査等委員会

常勤監査等委員 田 谷 浩 一 ㊞
監査等委員 奥 山 章 雄 ㊞
監査等委員 竹 村 葉 子 ㊞
監査等委員 佐 藤 美 樹 ㊞

（注）監査等委員奥山章雄、監査等委員竹村葉子、監査等委員佐藤美樹は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に定める社外取締役であります。

以 上
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スマートフォンやタブレット端末
から右記のQRコードを読み取る
とGoogleマップにアクセスい
ただけます。

株主総会会場　ご案内図

交通

会場

東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
株式会社ＡＤＥＫＡ　本社15階ホール
電話　03-4455-2811

・日暮里・舎人ライナー（日暮里～西
日暮里～熊野前～見沼代親水公園）
「熊野前」駅下車　徒歩５分

・東京さくらトラム〔都電荒川線〕
（早稲田～熊野前～三ノ輪橋）
「熊野前」駅下車　徒歩５分

・都バス　系統：端44
（駒込病院～田端～都立大荒川キャ
ンパス前～北千住駅前）
「都立大荒川キャンパス前」下車　徒歩３分

2023年05月23日 01時04分 $FOLDER; 97ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


